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台風18号により崩壊した鉄道ののり面
2013年9月13日に小笠原諸島で発生した台風18号は、14 日9 時に強風域の半径が 500km を超えて大型の台風となった。大雨と暴風、竜巻など
により、土砂災害、浸水害、河川の氾濫など、日本全国に大きな被害をもたらし、写真のような土構造物の被害も発生した。なお、京都府、滋賀県、
福井県では、同年8月30日からの運用開始後、初の特別警報が発表された。

我が国は戦後の廃墟から立ち上がり、世界でも類を見ない復興
と繁栄を遂げました。この影には、インフラ整備を担ってきた我々
の先輩の努力があったことは言うまでもありません。昨年には2
回目となる東京オリンピック大会（2020年）開催が決まりました
が、ちょうど50年前の東京オリンピック大会（1964年）では、開
催を契機に高速道路や新幹線、空港などの多くのインフラ整備が
急ピッチで進められました。まさに高度成長の真っ只中のことで
した。しかし、半世紀を過ぎた今、笹子トンネル天井版崩落事故に
代表されるように、古いインフラ構造物が老朽化によってその機
能を失い、尊い人命が失われる最悪の事態が発生しております。
こうしたことから、政府は「国土強靭化」を掲げ、インフラ構造物の
維持管理に力を注いでおります。

しかし、土構造物の維持管理については、これまであまり議論
されておらず、今やっとその途についたところであります。その原
因には、そもそも土構造物の設計において「劣化」の概念がなかっ
たことがあげられます。土構造物の維持管理にあたっては、構造

体そのものの老朽化だけでなく、地盤の風化や劣化を同時に検討
する必要があります。土構造物が現在、どの程度劣化しているの
かを把握し、将来の劣化状態を予測し、それに基づいて、いつ、ど
の程度の補修をするのが最善かを検討しなければなりません。し
かしながら、土構造物の性能評価は、長期にわたる地盤の経年劣
化の問題に加えて、豪雨や地震等の突発的要因も抱えています。

このように複雑で多様な土構造物の維持管理を考える場合、
多くの技術者やさまざまな研究者の英知を結集して議論するこ
とが重要であります。実際の管理事例や現場での長期間の計測
データの収集と解析、維持管理マネジメントのあり方など多くの
課題が残されており、今後の研究に期待するところであります。

本書では、最新の知見に基づく土構造物の維持管理の考え方
や、空港・港湾、河川・海岸堤防、道路法面、砂防施設等の維持
管理について、自治体等の取り組みを紹介しております。

本書が、今後の土構造物の維持管理について議論いただくため
の一助となれば幸いです。

関西地質調査業協会  理事長　荒木 繁幸

毎日新聞社



図-1　アセットマネジメントの導入状況　注）文献2）に加筆

図-2　アセットマネジメントのフロー

（a）　既往のアセットマネジメント

（b）　土構造物のマネジメント

図-3　性能低下曲線のモデル化
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1. はじめに 
平成 24 年 12 月に発生した笹子トンネルでの痛ましい事例に代表さ

れるように、高度経済成長期以降構築されてきたインフラ構造物の経
年劣化への対応は喫緊の検討課題である。20 世紀後半以降、限られ
た予算の下で、老朽化したインフラ構造物の補修・補強・更新を合意
的に検討する方策としてアセットマネジメントの概念 1）の導入が図られ
てきた。ただし、これまでの同概念の適用状況を概観すると、（図-1）
に示すように、舗装への適用が最も先行しており、これに橋梁が続き、
本稿で対象とする土構造物は、まだ途に就いたばかりであると位置づ
けられるであろう 2）。この理由についてはさまざまな要因が複合したこ
とによるものと推察される。主たる理由としては、土構造物の設計にお
いて、本来「経年劣化」あるいは「性能低下」という事項が欠如していた
ことに加えて、供用後にその進展状況を監視する点検情報自体が蓄積
されてこなかったことが挙げられる。

ここで、アセットマネジメントでの補修・補強・更新に関する意思決

定を行う上での判断指標は、言うまでもなくライフサイクルコスト（以下、
LCCと称す）である。ただし、現状で LCC の定義は，必ずしも統一さ
れているとは言えない。例えば、（図-2a）に示すように、現状での舗装
および橋梁分野では、劣化状況のモデル化後、構造物の安定性に関す
る性能照査がなされずに、点検費用および維持補修（補修・補強・更
新）費用の和をLCCとした検討がなされることが一般的である。しかし、
土構造物では（図-2b）に示すように、防災の観点からは、構造物の性
能照査は不可欠な検討事項となる。すなわち、劣化にともない性能が
低下したとしても、その安定性が担保されることを把握することが不可
欠である。さらに、土構造物の多くは気候変動、すなわち降水量を含
む外力条件の変動の影響を受ける。したがって、土構造物の維持管理
と防災という課題に対処する上では、劣化にともなう性能低下により安
定性が低下した状況下での外力の増加を考慮した性能照査を実施する
ことが最重要課題となる。本稿では上記の事項を踏まえた基本概念に
ついて以下に述べるものとする。

特 集

2.インフラ構造物のアセットマネジメントの
　 基本概念

筆者らは、これまでにアセットマネジメントの基本概念は以下の事項
からなることを示してきた 3）。
1）構造物の性能、機能水準の現在状態の規定
2）劣化過程のモデル化および将来状態推定
3）モニタリングによる経年劣化過程の把握
4）LCC を判断指標とする補修・補強・更新に関する
　  マネジメント戦略の策定

ここで土構造物を対象とする場合には以下の事項に留意すべきである。
まず、1）および 2）については（図-3）の模式図に示す性能指標を

どのように設定するかが課題となる。また、仮に性能指標が設定され
た場合にも、その劣化過程は一般的には回帰線を用いてモデル化され
るが、将来状態の予測は外挿となるため、不確実性を含む情報となる。
この不確実性に対処するためには、3）に示すモニタリングが有効な方

策となる。従来、アセットマネジメントを議論する上で、モニタリングの
位置づけに対しては必ずしも明確にされていないが、今後モニタリング
結果に基づく将来状態予測曲線の修正・更新のモデル化が新たな検討
課題となるものと推察される。

そして、1）～ 3）の事項が満足された上で、前述のように LCC を判
断指標とした維持補修（補修・補強・更新）の最適策が選定されること
になる。

しかし、この最適化においては、単一の解が得られるものでないこ
とに留意すべきである。すなわち、（図-4）に示す模式図で、維持補修
戦略は、①点検間隔、②補修を実施する限界レベルおよび③補修後
の回復レベルによって異なる。言い換えれば、①から③の項目ごとに最
適な方策が設定されることになる。例えば、点検間隔を短く設定した場
合には構造物の性能低下をより早く察知することが可能となるため、限
界レベルは比較的低レベルに設定することが可能となる。一方、点検
間隔を長く設定した場合には構造物の性能低下が適切に察知できない
危険性があるため、限界レベルは比較的高レベルに設定せざるを得な
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図-4　構造物の劣化過程と維持補修（模式図）

図-5　ハザード情報 図-6　期待LCCの内訳（模式図）

くなる。ここで点検間隔の長短は、直接点検回数に連動するため、点
検費用の大きさに関連してくる。

この関係について欧米型アセットマネジメントとアジア型アセットマネ
ジメントの相違に関連づけると、以下のような解釈が成り立つ。まず、
欧米諸国とアジア諸国との人口構成の違いは以下のように要約されるで
あろう。

・欧米諸国：少子高齢化社会（人件費高）
・アジア諸国：労働集約社会（人件費安）

したがって、アジア諸国においては、安い人件費を活用することで、
容易に点検間隔を短縮し点検回数を増やすことが可能となるため、限
界レベルは比較的低く設定する方策を選定することが可能となる。こ
れに対して、欧米諸国では人件費が高いことから、できるだけ点検間隔
を長くし、回数を減らさざるを得ないため、限界レベルは比較的高く設
定することになる。しかし、この場合には、構造物の性能低下が適切
に察知できない危険性があるため、併せて IT 技術あるいはセンサー技
術を活用した原位置モニタリング技術を活用するというインセンティブ
が生まれる可能性がある。つまり、人件費の高騰に対して、機材費に
投資することで、最適な維持補修計画を立案することになる。

なお、現状で日本は少子高齢化社会が到来しつつあるため、人口構
成としては近い将来、欧米諸国型になることが確実である。こうした状
況下で、維持補修に関しては、従来のアジア諸国型の安い人件費を活
用した労働集約的対応から、欧米諸国型の IT 技術あるいはセンサー
技術を活用する機材費に投資するという方策に転嫁することが喫急の
課題であると推察される。

3. 気候変動下で、土構造物の防災
前述のように、土構造物の多くは、気候変動の影響を受け、降水量

を含む外力条件の変動の影響を受ける。
自然災害のハザード情報は、過去の災害記録に基づき、（図-5）に

示すように相対発生頻度とハザードレベルにより規定される。すなわち、
発生頻度はハザードレベルと反比例することが知られている。しかし、
近年、短時間集中豪雨の発生頻度が増加していることに代表されるよ
うに、既往のハザード情報は、気候変動の影響を考慮して（図-5）に
模式的に示したように修正する必要がある。

加えて、高度経済成長期以降に構築された土構造物は一般的に劣化
していることから、安定性は確実に低下している。

以上のことから、性能の低下に加えて、過去に比較して高いハザード
レベルを評価した取り組みが不可欠となる。

4. LCC 評価に基づく戦略的防災対策の立案
現状での舗装および橋梁を対象とした LCC 評価式は、次式のよう

に定義される。

 LCC=C1 ＋CR　（1）
ここに、C1 は点検費用、CR は補修費用を表す。
一方、土構造物においては、その安定性を担保するため、次式のよ

うに定義されるべきである。

 LCC=C1 ＋CR ＋R　（2）
ここに、R はリスク（崩壊時損失額）を表す。
式（2）の左辺第三項に示すリスクは、次式のように算定される。

R=pa ×C　（3）
ここに、 pa は年間破壊確率、C は破壊にともなう帰結（損失）を表す。
年間破壊確率は、ハザード情報と構造物の脆弱性を勘案することで

評価される。このため、気候変動にともなうハザード情報の変化に加え
て、劣化の影響を脆弱性評価に反映させることができる。

上記の枠組みで、（図-6）に示すような関係が得られる。なお、
（図-6）では式（2）に示すように、LCC 評価式に期待値を含むことから、
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期待 LCCとして標記した。
すなわち、（図-6）に示すように、既往の LCC 評価式では、点検間

隔を大きくすることで単調に減少するが、それに伴い危険性は増す。一
方、リスクは、点検間隔が増すにつれて、単調に増加する。したがって、
両者の和を LCC とすることで、極小値（最適値）が得られる可能性が
ある。

以上のように、土構造物の維持補修においては、舗装・橋梁等を対
象とした LCC 評価とは異なり、土構造物においては、その安定性を担
保する項を評価することが不可欠となる。

5. まとめ
本稿に示したように、土構造物の維持管理と防災という課題に対処

する上では、舗装・橋梁等を対象とした LCC 評価とは異なり、その安
定性を担保する項を評価することが不可欠となる。加えて、その LCC
の評価過程では、以下の事項について留意することが必要となる。

1）土構造物の劣化過程のモデル化においては、モニタリング結果に基
づく将来状態予測曲線の修正・更新のモデル化が新たな検討課題
となる。

2）日本における少子高齢化社会の到来を踏まえ、維持補修に関しては、
従来のアジア諸国型の安い人件費を活用した労働集約的対応から、
欧米諸国型の IT 技術あるいはセンサー技術を活用する機材費に投
資するという方策に転嫁することが喫急の課題である。

3）気候変動下の状況を踏まえ、土構造物の安定性を担保する上では、
性能の低下に加えて、過去に比較して高いハザードレベルを評価し
た取り組みが不可欠となる。

1．に述べたように、土構造物を対象としたアセットマネジメントの導
入は、まだ途に就いたばかりである。今後の当該分野の発展が期待さ
れるなか、本稿がその一助となれば幸いである。

5 特集　CLOSE-UP  関西地質 6特集　CLOSE-UP  関西地質
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図-1　地中レーダ探査の概要

写真-1　アンテナ分離方式の探査装置
（左アンテナは周波数400MHz、
右アンテナは周波数800MHz）

写真-2　手押し式探査装置
（アンテナ周波数400MHz）

図-2　局所構造の画像パターン

図-3　振幅距極性による空洞判定例
（使用探査装置の正極性は白画像）

図-4　エプロンコンクリート背面空洞検
出事例（使用探査装置の正極性は黒画像）

写真-4　空洞調査に加えて路面点検も
同時調査できる探査車両

（航測システムと同等の三次元点群測量システム配備）

写真-5　地下5m以上を探査できる装置
（ＦＭＣＷ方式＋アンテナの大型化）

写真-6　地下3m以上を調査できる探査車両
（チャープ方式＋アンテナの大型化）

写真-3　一般的な路面下空洞探査車両
（調査幅2.5m程度、時速40km以上で走行計測可能）

（送信された電磁
波は約90°の角度
で円錐状に広がっ
て伝搬する）

赤線は回折波。
回折波の傾きは
地盤速度によって
変化する。

近年、土木構造物の老朽化が問題視され
ており、道路、港湾、河川等において既設構
造物の点検業務の需要が増えてきました。そ
の一環で行われる構造物周辺の空洞化調査
は、目に見えない土中における問題であるた
め、目視点検とともに、空洞探知能力に優れ
た地中レーダ探査が併用されるケースが増え
ており、その探査の現状について官民ともに
注目が集まっています。そこで空洞調査手法と
しての地中レーダ探査の特徴や問題点、また
装置の種類や最新機器の動向について、専
門技術者の視点から整理してみました。

地中レーダ探査は、電磁波を送信源とした
反射法探査です。（図-1）に示したように、1
対の送信アンテナと受信アンテナを同時に移
動させながら、送信アンテナから土中に送ら
れる電磁波の反射波を受信アンテナで測定し
ます。測定した測線距離において数 cm の細
かい間隔で反射波を取得するため、その反射
波トレースを並べることによって地中の反射面
状況をほぼ連続的に捉えた反射面断面図が
作成できます。

反射面断面図は一般にＢスコープと呼ばれ
る画像表示形式で作成されます。画像形式は
大きく分けて 2 種類。振幅値の絶対値に対
して数百階調で着色したカラー画像で表示す
る場合と、振幅値の±極性に応じて白黒濃淡
画像で表現する場合があります。前者は反射

波の振幅強弱が強調され、後者は振幅強弱
の判別は概略的になりますが、振幅極性の判
定も行えます。最近の地中レーダ探査による
空洞調査では、反射波の振幅強弱よりも振
幅の極性が重要な判定項目になりつつあるた
め、後者の白黒濃淡画像で表示する場合が
多くなっています。

地中レーダ装置が取り扱う信号は数百
MHz 帯の高周波数の電磁波であり、超短波
からマイクロ波が利用されます。この信号の
長所は、高周波数であることから帯域幅が広
いため取得できる情報量が多く、地中の分解
能力が優れていること、また空気の比誘電率
が土壌に対して極めて小さいことから電磁波
のインピーダンスが空洞面で大きくなり、明
瞭な反射波が発生することです。すなわち小
さな空洞でも明瞭な反射波が発生することか
ら空洞探知に優れている点が長所です。ただ
し上記特性により短所も共存しており、分解
能力や反応性が良いほど信号の減衰も大きく
なるため、探査できる深度が浅くなります。

空洞化点検における
地中レーダ探査の特徴と
最新機器の開発動向について
川崎地質株式会社　事業本部保全エネルギー部　山田 茂治

技術者の目線から名 物 職 人
地中レーダ装置によって探知できる空洞の

大きさや深度は送信する電磁波の中心周波数
に依存します。前述した信号の特性と同様で
すが、中心周波数が高いほど帯域幅が広くな
ることから分解能力は高くなり、小さな物体を
検出することができます。逆に中心周波数が
低いほど大きな物体しか検出できなくなります
が、探査できる深度が深くなります。

一般に空洞探査によく利用される中心周
波 数は 400 ～ 500MHz です。この 値は、
50cm 程度の大きさの空洞を的確に探知で
きる中心周波数として古くから地中レーダ探
査に従事している各企業の経験的回答が一致
した結果の反映といえます。これら中心周波
数において探知できる空洞の大きさは 25 ～
50cm、探査できる深度は 2m 程度と考えら
れます。しかし探査できる深度については対
象地盤の特性にも大きく影響を受けるので注
意が必要です。電磁波の減衰には地盤の導電
率も影響するため、導電率を高める要因とな
る水分量の多い地盤では探査できる深度は浅
くなる傾向があります。同様に地下水面下で
も探査できる深度は浅くなります。

地 中 レ ー ダ 装 置 に は 中 心 周 波 数 が
400MHz 以下のものや 500MHz 以上のもの
もあり、探査したい深度や空洞の大きさによっ
て使い分けています。しかし使用する周波数
に応じて送受信に使うアンテナの大きさも変
更する必要があるため、何種類かの使用する
周波数にマッチングさせた大きさのアンテナも
用意しなければなりません。一般的な地中レー
ダ装置としては、（写真-1）に示したようなコ
ントローラー（画像表示および収録器を含む）
と送受信アンテナが分離式になっているタイ
プと、（写真-2）に示した一体式タイプの手押
し型装置があります。分離式タイプは、牽引
するアンテナ部が小型軽量であるため、平坦

地・斜面を問わずあらゆる用途に利用できま
す。また使用したい中心周波数に合わせて何
種類かの送受信アンテナがメーカー側で用意
されています。これに対して一体式タイプは、
道路路面上等の平坦地専用の装置といえるで
しょう。この場合、操作者がリアルタイムで
画像確認できるとともに、作業人員を縮小で
きるという利点があります。しかし装置が重い
ため、法面や擁壁、トンネルにおける空洞調
査には不向きとなることや、中心周波数の変
更に応じた送受信アンテナの切り替えが行え
ない装置が多いことが短所となります。

次に、地中レーダ探査による空洞判定につ
いて説明します。反射断面図から空洞反応を
判読する場合、以下の 4 項目が重要な着眼
点になります。
①（図-2）に示したように、空洞のような局所

的な構造は回折波をともなって検出される
ため、双曲線構造あるいは台形状を呈した
画像パターンとなることが多い。

②反射波が発生する 2 層の速度構造を考え
た場合、下層速度の方が早い場合におい
て発生する反射波の振幅極性は正極性とな
る。このことを踏まえると、空洞は電磁波
が最も速く伝搬する媒体であるため、空洞
上面において発生する反射波は正極性とな
る（使用装置によって送信波形の配色方式
が異なるため、正極性が白黒濃淡画像のど
ちらの色になるか確認が必要である）。

③空洞面では大きな比誘電率差が発生するた
め、傾向的に強振幅の反射波が発生する。

④少なくとも①～②が認められた場合、反応
ポイントにおいて直交する測線を設けて同
様の反射波形が得られることを確認する。
現在の空洞評価方法では、①および②が

重要視される傾向にあるため、振幅の極性評
価が行える白黒濃淡画像による表示を推奨し
ます。（図-3）にほぼ同規模の空洞と鉄管を検
出した事例を示します。金属は空洞に反して必
ず負極性になることに着目して比較した事例
ですが、ほぼ同様に見える双曲線形態および
振幅強度の反応でも極性に着目すれば空洞反
応と区別できることがわかります。また同様
の評価方法を用いて港湾や空港のエプロンコ
ンクリート、トンネル覆工や護岸コンクリート

背面の空洞評価にも適用可能です（図-4 参
考事例参照）。

国土交通省や自治体から定期的に公募され
る路面下空洞調査の市場拡大にともない、路
面計測作業の効率化を追求した車両牽引型
の多チャンネルレーダ装置にも注目が集まって
きています。（写真-3）に示した国土交通省が
保有するタイプの装置が広く知られており、車
両後部に送受信アンテナが 7 対配置されてい
る効果から一度の走行計測で約 2.5m 幅の路
面下空洞を時速 40km 程度で調査できるよ
うに設計されています。また一度に平行した7
断面画像が取得できるため、局所的な空洞反
応と複数の平行測線で検出される埋設管反応
の区別が容易となり、評価作業の効率も高め
ています。車両牽引型装置の位置特定は、通
常は RTK-GPS との同期や、前側方に備えた
ビデオカメラによってサブメートルの精度で計
測位置や空洞反応位置を特定します。これに
対し、最近ではさらなる位置特定精度の向上
や連動した路面観察システムも備えた探査装
置が開発されています。（写真-4）に示す車両
牽引型装置は、RTK-GPS に慣性航法装置を
付加して位置特定精度を10cm 以内に高める
とともに、路面状況や周辺地形も観察できる
3 次元点群測量システムを備えており、空洞
調査と路面点検が同時に走行点検できるよう
工夫されています。

現状の地中レーダ探査装置の限界や問題点
に関係する事項として信号の伝送方式に話を
移します。現在の地中レーダ装置の多くは､ 信
号をパルス波として送信するインパルス方式を
採用しています。どのような方式で送信しても
最終的に取り扱う波形としてパルス波に変換
する必要が生じるため、インパルス方式はパ
ルス波をダイレクトに取り扱うことができます。
その利点として、信号変換や変換に必要な回
路が少なくなること、またこのことから受信信
号にノイズ混入が少なくなること、計測速度
が速いことが上げられます。その反面、次の
理由から現状の分解能力や探査可能深度を
大幅に向上させることができない問題を抱えて
います。まずインパルス方式において分解能力
を向上させることが難しい理由は、送信時か

ら固定した中心周波数のパルス波を送信する
ため、分解能力に関係する帯域幅を意識的に
調整できないことです。次に探査可能深度を
深くするためには送信電圧を増幅することが
重要ですが、現状の半導体の電圧立ち上げ速
度では高電圧にするほど波形の立ち上げ時間
が遅れてしまい、中心周波数の低下、すなわ
ち分解能力の悪化を招いてしまうため、探査
深度の向上と分解能力の維持が両立できませ
ん。

以上のインパルス方式の問題点を解決する
方法としてＦＭＣＷ方式やチャープ方式があり
ます。これらは、いずれも信号の受信後にパ
ルス波に変換する方式であり、送信時には正
弦波を周波数変化させながら送る方式を採用
しております。この方式により、送信電圧で
はなく送信時間長に依存することになり、分
解能力に関係する帯域幅を回路内で調整する
ことが可能となります。両方式ともに中心周
波数の設定や送受信アンテナの大きさによっ
て探査能力は大きく変化しますが、用途に応
じて各種装置が既に開発されてきています。
先に紹介した（写真-4）の車両牽引型装置は、
高周波数のＦＭＣＷ方式が採用されており、
浅層分解能力の向上と 20 以上のアンテナを
アレイ配置することによって 3 次元表示性能
を追求しています。（写真-5）に示した探査装
置はＦＭＣＷ方方式と大型アンテナの組み合
わせによって探査可能深度の向上を追求した
装置であり、分解能力は 0.5 ～ 1mとインパ
ルス方式に比べて低下するものの地下 5m 以
上の探査を可能にしています。（写真-6）に示
したチャープ方式の車両牽引型装置は、イン
パルス方式と同等の分解能力で地下 3m 以上
の探査を可能にしています。

地中レーダ探査は、装置の操作方法をマス
ターすれば地質調査や物理探査の技術者でな
くとも取り扱うことができる探査手法です。し
かしその特性と地盤状況との関係を理解して
評価するか否かでは成果の品質に歴然とした
差が発生することも事実です。私たち地質調
査業界の技術者は、そのことを念頭に置き、
地中レーダ探査の精度確保と高品質のデー
タ提供に努めていく立場にあると考えており
ます。また今回紹介した作業性や探査性能を
追求した最新の地中レーダ装置の認知が広が
り、さまざまな分野における地中レーダ探査
の利用範囲が広がることに期待しています。

川崎地質株式会社　事業本部保全エネルギー部
平成元年3月　愛知工業大学工学科土木工学部
　　　　　　  卒業
平成元年4月　川崎地質株式会社入社
平成5年より、地中レーダ探査装置の開発や調査
解析等、空洞調査関連業務に従事。

山田 茂治
 SHIGEJI YAMADA
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港湾・空港施設の維持管理
独立行政法人 港湾空港技術研究所　渡部 要一1

特 集 SPECIAL-ISSUE

写真-1　コンテナ船の大型化への対応（横浜港） 写真-2　液状化による護岸構造物の被害（神戸港）

写真-3　空港高盛土（釧路空港）

写真-4　羽田空港D滑走路（手前）

図-1　車載型レーザースキャナ
の例（左写真）とD滑走路の測量
結果（右図上：点群情報、右図下：
滑走路の縦断面）

土構造物の維持管理
＿ 地盤からみた維持管理
今回の特集では、『生活者の安全』をテーマとして、
災害に向けた対策について紹介いただきました。

独立行政法人 港湾空港技術研究所
地盤研究領域長（兼　土質研究チームリーダー）
平成7年3月

平成7年4月

平成10年4月
平成15年4月

平成24年4月より現職

東京工業大学大学院理工学研究科
博士後期課程修了
運輸省入省
港湾技術研究所土質部研究官
港湾技術研究所土質部主任研究官
独立行政法人 港湾空港技術研究所
土質研究室長

渡部 要一
 YOICHI WATABE

１. はじめに
鉄道や道路が「線」構造物としての平坦性

を要求されるのと類似して、港湾や空港では
「面」構造物としての平坦性が要求される。施
設の安全のためには維持管理が重要であり、
多くの施設でトータルコストを考えるライフサ
イクルマネジメントが導入されている。一方で、
船舶の大型化や航空機の増便等に対応した
施設の更新も考えなければならない。

２. 港湾施設の維持管理
入港する船舶の種類や大きさによって、必

要とされる付帯施設や規模が決まってくる。物
流の主役を担うコンテナ船は特に大型化が進
んでおり（写真-1）、世界最大の船となると長
さ 400m にも達するため、岸壁の長大化と増
深が進められている。

日本の港湾施設の多くは軟弱粘土地盤上
に位置している。このため、建設時の安定性
のみならず、供用中の沈下も維持管理の中で

考慮されていなければならない。不均質な沈
下が生じた場合、段差によってガントリーク
レーンやコンテナヤードなどの付帯施設の機
能に支障を来すことがある。また、浮泥によ
る航路・泊地の埋没に対しては、定期的な浚
渫が必要となる。

高速走行での安全性が求められる鉄道・道
路・空港とは異なり、港湾施設では多少の凹
凸は許容される。このため、不同沈下に対し
ても極端なひび割れや段差が生じなければ上
部コンクリートや舗装のオーバーレイ等によっ
て対処可能である。従来は、浚渫土による海
面埋立てで臨海域の土地を造成してきたが、
近年では、埋立て処分できる海域も少なくなっ
てきており、浚渫土の処分場所確保が大きな
課題となっている。浚渫土を埋立て材料として
セメント固化する工法や、さらに気泡を混合し
て軽量固化する工法なども実用化されている。
港湾整備に伴って消失した豊かな干潟を復活
させるために、浚渫土を有効活用した人工干
潟造成なども行われている。また、かつて埋
立てのために海底土砂を採取した湾内の深掘

部が貧酸素水塊を生み、青潮の発生原因とな
ることから、浚渫土砂によってこれを埋め戻す
試みも行われている。

津波や波浪によって防波堤が被災したり、
波浪や地震によって護岸が被災したりするこ
ともある（写真-2）。東日本大震災後、粘り強
い構造の導入が謳われており、壊れても機能
が完全に失われない構造を考えるなど、高度
な設計が求められている。

港湾施設は海水と接していることから、鋼
材や鉄筋の腐食が問題となる。特に波浪の飛
沫帯における被害が著しい。桟橋形式の場合
など、構造形式によっては防食などを施して、
腐食防止に努めることも重要である。老朽化
による更新であっても、従来と同等のものを
再び建設するというケースはほとんどなく、物
流量の増大に伴う港湾機能の拡充や船舶の
大型化、さらには耐震性能の向上に対応して
施設の増強を図る整備がほとんどである。

３. 空港施設の維持管理
空港用地の特徴は平坦性にあり、例えば、

滑走路の縦断方向の勾配は 0.8% 以内、横
断方向の勾配は 1.5% 以内、誘導路の勾配は
縦断方向と横断方向ともに1.5% 以内、エプ
ロンの勾配はすべての方向に1.0% 以内と規
定されている。一方で，空港用地は平坦であ
るが故に雨水の排水が難しく、排水溝に雨水
を集水するために、各施設ともいずれかの方
向に 0.5% 以上の勾配があることが望ましい

とされている。
内陸の山間部に建設される空港は、切土と

盛土によって造成される。切土部分に関して
は、地山そのものが構造物となり、空域制限
に合わせた切土により急斜面は存在しないこ
とから、一般に管理上の問題発生は少ない。
これに対し、盛土部分に関しては、人工の土
構造物であるとともに、大規模な急傾斜の法
面を有することから（写真-3）、維持管理には
細心の注意が必要である。

高盛土空港の建設は、山を切り、谷を埋め
る工事をしているため、地山の地下水脈や盛
土部の地下水位に注意しなければならないこ
とは容易に想像できる。地下水位の上昇は斜
面崩壊の原因となるため、これを防止する措
置を講じる必要がある。そのためには、雨水
の浸入防止と速やかな排水を目的とした、法
面保護工、排水溝、排水管の機能維持が重
要となる。

軟弱な海底地盤上に埋め立てた海上空港
の場合、沈下挙動は圧密特性や地盤改良工
法等によって支配される。残留沈下を抑えるた
めに初期費用と時間をかけるか、残留沈下を
許して初期費用を抑え短期間で施工する代わ
りに維持・補修に費用をかけるかはドレードオ
フの関係にあり、建設費用のみならず、将来
の維持・補修に当てる予算的な措置について
も考慮して判断しなくてはならない。

浚渫土（いわゆるヘドロ）を圧密して人工地
盤を造成したり（羽田空港や新北九州空港な
ど）、浚渫土砂をセメント固化して埋め立てた
り（中部空港や羽田 D 滑走路など）と、浚渫
土の発生状況、工期などの要請、材料特性
に応じて様々な工法が採用されてきた。

関西国際空港は、一般的な埋立て材であ
る山砂で造成されているが、軟弱地盤に起因
した人類史上最大規模の沈下を予測し、これ
を克服して建設された。関西国際空港が建設
された大阪湾泉州沖は水深があり、かつ、粘
土層が厚く堆積しており、表層の沖積粘土層
についてはサンドドレーンにより圧密促進が図
られた。しかしながら、供用開始後に生じる
残留沈下の大部分は地盤改良が及ばないほど
の深さに堆積した洪積粘土に起因するため、
その沈下挙動を人為的にコントロールするこ
とはできない。このため、沈下挙動を「予測」
することが極めて重要であった。「予測」する

にあたっては、真の意味で地盤工学の実力が
試されたとも言え、未解明であった長期圧密
挙動の解明など、学術面でも大きく貢献した
プロジェクトである。長期沈下予測が維持管
理上重要であることは言うまでもない。

羽田空港は、1931年に東京飛行場として
開港して以来、その後の空港の発展は，岸か
ら沖方向への埋立ての歴史そのものであり、
2010 年には、4本目の滑走路（D滑走路）が
沖合人工島として完成した（写真-4）。D 滑走

路建設位置は多摩川河口にかかることから、
河川の通水性確保のために一部に桟橋構造

（杭で支えられた橋梁のような構造）が併用さ
れた複合構造（ハイブリッド構造）の人工島と
して建設された。軟弱地盤に起因した諸問題
に対処するために、これまでの海上空港建設
で培われた様々な技術が総動員され、技術の
百貨店あるいは博物館と形容されるような大
プロジェクトである。

固化処理土等の新材料開発に加え、情報
化施工の高度化など、土木技術には目覚まし
い発展がある。しかし、もっと身近にハイテ
クを感じるのは、次に挙げる測量技術かも知
れない。

高精度の GPS に、レーザー測量機器と、
IMU（慣性計測装置）を一体として車載化し
た移動体レーザー測量技術が実用化されてお
り、D 滑走路の維持管理では試験的に導入
されている（図-1）。従来の水準測量では、限

られた測量点の標高情報を得るだけでも広大
であるが故に長い時間と労力を要した。車載
型レーザースキャナを使えば、舗装表面の標
高情報を三次元空間情報として僅かな時間で
計測できるメリットがある。空港は天空に拡が
る GPS 衛星を捉えられる理想的な環境にあ
るが、幅 60m（路肩を含めると 80m）の滑走
路では複数回の走行で得られた結果を合成す
る必要があり、走行ごとに現れる GPS の計
測誤差を処理して、滑らかな空間情報とする
ためのデータ処理技術の開発が不可欠であっ
た。空港機能に支障を来す不同沈下の傾向を
いち早く捉えるために、ハイテク技術の導入
も試みられているのである。

４．おわりに
本稿では、地盤に着目して港湾・空港の維

持管理について、その概要ならびに最新技術
導入の試みを紹介した。一般に土地はメンテ
ナンスフリーと思われがちであるが、実際には
土地（特に人工地盤）がその利用目的のため
に機能し続けるためには、適切な維持管理と
施設の増設や更新が欠かせない。忘れがちで
はあるが、重要な視点であろう。
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堤防システムの維持管理を目的とした
統合物理探査技術の開発と適用
独立行政法人 土木研究所 地質・地盤研究グループ 上席研究員　稲崎 富士2

図-3　樋管部開削面における比抵抗探査結果比較
(a)： 開削前高密度電気探査断面、(b)：樋管部開削面モザイク写真、
(c)：開削面地質スケッチ、(d)：開削面上での比抵抗計測結果コンター図

図-2　東日本大震災で被災を受けた樋管横断部堤防の統合物理探査結果断面
(a)： S波速度断面、(b)：比抵抗断面、(c)ゆるみ部の空間的分布断面　

（縦横比を2倍に伸長）

図-1　健康診断項目と堤防システムの安全照査手段との比較

１. はじめに
河川堤防は人類が構築した最も古い土木

構造物の一つであり、築堤とその適切な維
持管理により国土と国民を洪水被害から守
ることは、中国の故事「大禹治水」に代表さ
れるように国家形成の初期の時代から今日
に至るまで国土防災の最優先的課題の一つ
であった。我が国では近年河川整備が進ん
だことから大規模な洪水被害は少なくなりつ
つあるが、それでも 2012 年 7 月北部九州
豪雨に伴う矢部川洪水被害に見られるよう
に、堤体あるいは基礎地盤の弱点箇所が原
因となって堤防が越流を伴わないで破堤する
という事例が少なからず発生している。

堤防システムがその本来機能、すなわち洪
水氾濫被害を未然に防ぐという防災機能を
保持しているか否か、を把握することが維持
管理の大前提であることは言うまでもない。
局所的であっても堤防システムがその機能を
発揮できない場合、堤内地側の住民の生命
と資産が広い範囲で損なわれることになりか
ねない。その意味では堤防システムの安全

性は「最小律」の視点で考えるべきである。
最も弱い環がシステム全体の安全性を支配し
ているという考え方である。しかし堤防高が
HWL に達していない、など外見でも容易に
弱点箇所を抽出できる場合はほとんどない。
浸透や裏のりすべり、表のり浸食、基盤漏
水などに対する危険度は、何らかの調査試
験をしない限り判定を下すことはできない。

従来の堤防に対する安全性評価にあたっ
ては、まず堤防を河道特性などの外力条件
によって一連区間に区分し、つぎに基本断面
形状を設定し、堤防の現有機能を地盤条件
や堤体材料構成などの観点から細分区間に
区分する。さらに細分区間ごとに代表断面を
設定し安全性を照査する、という段階的な
設計手順が採用されてきた。この前提として
は、堤体も基礎地盤も細分区間内は一様と
見なすことができる、代表断面での照査結
果は代表値として細分区間内全体に適用で
きる、という仮説が成立するという工学的判
断があった。しかし、既設樋管等の撤去に
伴い開削された堤防内部の断面観察調査等

2. 統合物理探査の適用例に
図 -2 は、東日本大震災で変状が発生した

樋管（断面中央の□。縦軸を 2 倍に伸長し
ているため縦長に変形している）横断部にお
いて、開削前に堤防天端に設定した測線上
で実施した統合物理探査断面を示したもの
である。たかだか 200m の測線長にもかか
わらず、堤体部も基礎地盤も一様ではなく、
不均質な物性分布をしていることが捉えられ
ている。たとえば堤体部のS波速度（同図(a)）
は、基礎地盤部に比べて小さな値を示すが
樋管上部域では他の区間に比べてやや高い
値を示すこと、基礎地盤部でも下流側（図右
側）では S 波速度は低くなっていることがわ
かる。比抵抗構造（同図 (b)）はさらに特徴
的である。全般的に堤体部の比抵抗値が大
きな値を示すが、その中でも樋管上部域に
高比抵抗帯が特異的に出現している。S 波
速度：145m/s（N 値でほぼ 3 に相当）、比
抵抗：250Ωm（透水係数で10E-6m/s程度）
で断面を 4 区分すると、第Ⅱ象限、すなわ
ち相対的高比抵抗かつ低 S 波速度領域が、
樋管上部および上流側堤体に特徴的に部分
布していることが浮かび上がってきた（同図
(c)）。後述するように第Ⅱ象限に属する領域
は、相対的に緩んでいる、あるいは粗粒の
材料で構成されていると解釈することが可能
である。そこで、この開削前探査結果を基に、
地震による変化か否かは不明であるものの、
樋管埋設部および上流側堤体上部が他区間
に比べて脆弱であると評価した。

この堤防区間は、地震によって樋管直上
の堤防道路で約 14cm、川裏側取付護岸で
最大 15cm の沈下が発生した。また川表側
擁壁が下流側に移動するとともに傾動し、
約 30cm 程度開口した。このため樋管部を
開削し、樋管を補強し護岸等を付け替える
復旧工事が実施されることとなった。この復

によって、堤体の内部が極めて不均質であり
横断方向には数 m のオーダーで、縦断方向
にも数 10m オーダーで材料構成が異なるこ
とが明らかになってきた。さらに従来の標準
貫入試験ボーリングで採取された試料に対
する土質試験結果も、ばらつきが大きく代表
値としては使用に耐えないことがわかってき
た。線形構造物である河川堤防の内部物性
情報を連続的に取得し、それから堤防システ
ムの安全性を連続的に評価することが可能
な手法を開発・適用することが喫緊の技術
的課題となっていたのである。

河川堤防に対する安全性照査の手順を、
我々が定期的に受診する健康診断と比較し
てみよう（図 -1）。概略点検は、身長・体重・
血圧などを測定する「基本測定」と、既往
病歴・自覚症状の有無などから現時点の健
康状態を判定する「問診」とほぼ内容が一
致する。さらに詳細点検は血液検査や「生検」
のような「サンプル検査」と対応する。これ
らに加えて実施される各種装置診断に該当
するものが、ここで紹介する「統合物理探査」

である。基本的に 2 種類の要素探査技術を
適用し、得られた物性データを連続的な 2
次元断面情報として整理し、堤防システム内
部の状態を判定する。胸部 X 線画像で病巣
の有無を確認し、その形態から病種を推定
する「画像診断」と同類の技術である。

以下に、統合物理探査がどのような堤体
内部情報を提供するのか、それが実際の堤
体物性とどう対応するのか、を堤防開削部
での開削前後の探査結果を使って例示して
みよう。
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図-4左　S波速度と同一深度区間測定N値との比較

図-4右　堤防開削部比抵抗計測値と採取試料粒度特性との比較
図-5　S波速度と比抵抗測定データに基づく浸透に
対する堤防システムの脆弱性判定概念図

土木研究所 地質・地盤研究グループ 上席研究員
1979 年 3 月　名古屋大学大学院理学研究科
　　　　　　　地球科学専攻前期課程修了
1979 年 4 月　建設省 土木研究所 地質研究室　
　　　　　　　研究員
2005 年 4 月より現職

稲崎 富士
 TOMIO INAZAKI

4. 統合物理探査結果に河川堤
　防の維持管理の課題
　堤防システムの安全性に関わる視点とし
て、我々が定期的に受診する健康診断を引

3. 統合物理探査結果に基づく
　弱点箇所の抽出統合物理探
　査の適用例に

統合物理探査で計測される物性情報は堤
防システム内部の S 波速度と比抵抗値であ
る。これまでの検討解析によって S 波速度
値は標準貫入試験による N 値とも相関性が

旧工事に伴いまず堤体川側半部が縦断
方向に開削され、樋管上部の堤体内部を
観察する機会が得られた。図 -3(b)、(c) は
樋管上部の堤体上半部のモザイク写真と地
質スケッチである。樋管中心（測線距離程
100m）から上下流に 15m の区間、標高で
4 ～7m の部分に他とは明確に識別可能な
細粒砂が出現した。その出現位置は、同図 (a)
に示した高密度電気探査断面（図 -2(b) の比
抵抗断面とは異なる条件・測線で測定）の
高比抵抗帯と極めて調和的であり、この高
比抵抗帯が樋管直上部にのみ使用されてい
た細粒砂と対応していることが明らかになっ
た。図 -3(d) は開削後に開削面上の 282 点
で測定した比抵抗値のコンターマップである
が、この細粒砂層部分のみが特異的に高比
抵抗を示すことが確認された。またその構造
も、同図 (a) に示した地表からの探査結果
と極めて調和的であった。すなわち、地表か
らの探査断面（図 -3(a)、図 -2(a)、(b)）に
現れた、樋管上部堤体に認められた相対的
高比抵抗・高 S 波速度の異常帯は、樋管設
置に伴い局所的に使用された細粒砂の存在
を示すものであり、開削前の断面評価の妥
当性が実証されたのである。さらにこの適用
結果は、地表からの統合物理探査によって、
堤体内部の小規模な異常帯を高確度で捉え
ることができることを示している。

従来のボーリング調査や採取試料に対す
る室内試験で図 -2、図 -3 に示した統合物
理探査断面に対抗できるような空間分解能
で物性データを提供するには、数 m 間隔で
のボーリング調査の実施、かつ 1m 区間ごと
の土質試験の実施が必要となり、現実的に
適用が不可能である。言い換えれば、典型
的な人工土構造物である堤体は内部物性構
造が不均質であり、従来手法でそれを把握
することは本来的に不可能であるのである、
それに対し地表からの統合物理探査は堤防
システムの不均質構造とそれに起因する脆弱
性を非破壊で効率的に把握できる唯一の手
段であると結論することができる。

あり（図 -4 左）、また間隙率などの土質特
性とも高い相関性を有することが知られてい
る。この図で注意しなければならない点は、
バラつきの原因が何に起因するかを吟味する
必要があることである。S 波速度は高精度に
1m の区間速度を求めることができるサスペ
ンション速度検層データを使用しており、そ
の測定誤差は 5% 以内と見積もられる。こ
れに対し、N 値は前述のように平均で 30cm
の区間データでしかない。換算 N 値で 300
となるようなデータはたかだか 5cm 程度の
区間の測定データに過ぎず、残りの 95cm
の区間が同じ値を示す可能性は著しく低い。
すなわちバラつきの主原因は N 値測定デー
タ側にあり、その点でも物理探査データの
信頼性、空間的分解能の優位性が示される。
不飽和未固結試料の比抵抗値は対象の含水
状態に影響を受けることが知られているが、
堤体構成材料に対しては、全体として粒度
特性と良い相関を示すことが知られている（図
-4 右）。ここでも。粒度特性がたかだか数立
方 cm の情報であるのに対し、比抵抗値はよ
り大きな空間（数 100 立方 cm ）の平均値を
示すものであることに注意する必要がある。

堤防システムの浸透に対する安全性につ

いては、上述のような計測情報と評価情報
との関係を踏まえた上で、S 波速度と比抵
抗値を用いて半定量的に評価する。この評
価における管理基準の考え方を示したもの
が図 -5 である。S 波速度が小さく、比抵抗
が大きな値を示す断面領域で砂質土が分布
すると想定される箇所は浸透に対する安全
性が低いと評価する。一方 S 波速度が大き
く比抵抗が小さな値を示す断面領域で、粘
性土が分布すると想定される場合は浸透に
対する安全性が高いと判断する。なおこれ
らの判断基準となる S 波速度値と比抵抗値
については、現段階では相対的なしきい値
を各河川において設定しているが、より広範
囲に統合物理探査を適用し、それらの結果
を蓄積してデータベースを構築し、堤防シス
テムに対する各種土質試験結果等と比較検
討することで、より系統的な評価基準を設
定することが可能になると期待される。

き合いに出した。人間の寿命はせいぜい 80
年程度であり、病気の発症と進行は年オー
ダーであることから、最低でも年 1 回の検診
で異常の有無と対策の必要性を判断するの
が基本となっている。これに対し堤防システ
ムの寿命は少なくとも人間の 10 倍程度はあ
ると見積もられる。したがって統合物理探査
による検診の間隔も10 年程度が基本となる
であろう。ただし我々の身体でも大病を患っ
たり、あるいは大きなストレスを受けた場合
は特別健康診断を受けるのが一般的である。
堤防システムについても、東日本大震災のよ
うな大地震を経験したか、あるいは近い将
来に見舞われると想定される場合、加えて豪
雨時に漏水などの症状が認められた場合な
どには、当該堤防区間に対して統合物理探
査を実施することが望ましい。残念ながら現
時点では安全性照査の体系にこの統合物理
探査技術は組み入れられていないが、連続的
断面調査技術としての優位性を鑑み、堤防
システムの維持管理における標準的な手段と
して採用されるよう、さらなる技術開発と高
信頼情報の発信を継続することが求められ
ている。
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滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室　中西 宣敬

滋賀県が進める流域治水の取り組み3

図-2　統合型水理モデルの構成

図-6　避難空間の確保

図-5　地先の安全度マップ（200年確率浸水深図）
（参考）http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/tisakinoanzendo/top_page.html

（参考）条例の検討状況：
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/jyourei/kentoujyoukyou.html

図-1　治水施設の安全度と地先の安全度

１. はじめに
近年、我が国では高齢化社会の進展にと

もなう健康福祉関係費や公共土木施設の維
持管理費の増大等の影響により財政状況が
悪化し、河川整備等による治水安全度向上対
策の進捗が鈍化する傾向にある。一方、地球
温暖化等に起因する気候変動の影響等によ
り、全国各地で異常豪雨による被害が頻発し
ている。平成 25 年 9 月の台風 18 号では滋
賀県、京都府、福井県に大雨特別警報が運
用後初めて発令され、アメダス観測 42 地点
のうち、最大 24 時間降水量で 18 地点、最
大 48 時間雨量で 15 地点が観測史上1 位を
更新し、同年 11月の台風 26 号では伊豆大
島において 24 時間で 800mm を超える降雨
を観測している。これまでの記録を上回る規
模の豪雨による大水害は、施設整備により洪
水氾濫を防御するという従来の治水対策の限
界を痛感させるとともに想定外の事態に備え
る減災対策の重要性を改めて認識させるもの
であった。

このような背景を踏まえ、本県では、川の
中の対策（堤外地対策）に加えて、「ためる」

「とどめる」「そなえる」対策（堤内地での対策）

を総合的に進める流域治水政策を進めてい
る。本稿ではこの流域治水政策の概要につい
て紹介する。

２. 水害リスクの評価方法
（1）評価指標－地先の安全度

我が国ではこれまで、個別の河川や雨水渠
等、個々の治水施設の安全度は評価されてき
たものの、これらの施設が総体として影響を
与える場である氾濫原の「地先の安全度」に
ついては明らかにされてこなかった。しかし、
避難計画や土地利用等の堤内地での対策を
検討するにあたっては、（図-1）に示すように、
この「地先の安全度」を評価する必要がある。

（2）水理モデル
水害リスクを評価するための水理諸量の算

定には、統合型水理モデルを用いた。このモ
デルは県下の主要な氾濫原で測定された航空
レーザ測量データを基に 50m メッシュの地盤
高データを作成し、河道域を一次元、氾濫域
を二次元の非定常流で解くものである。また、
雨水渠やほ場整備が実施されている区域につ

1. ながす対策－流下能力向上対策
・管理する河川の整備を行う

河道の拡幅等を計画的・効果的に推進
流下能力を維持するための河川内樹木の伐採等
当面河道拡幅等が困難な区間における堤防の強化

2. ためる対策－雨水貯留浸透対策
・森林および農地の適正な保全により、雨水貯留浸透機能

を確保
・広い土地や建物に調整池や貯留槽等を設置することにより、

雨水貯留浸機能を確保
3. とどめる対策－氾濫原減災対策
・200 年確率降雨で浸水深約 3 ｍ以上の区域に住宅等を建

築する場合には、次のいずれかの条件を義務化
➡想定浸水位以上に避難可能な
　空間を確保
➡浸水が生じた場合に確実に避難できる避難場所が付近に
　ある

・10 年確率降雨で浸水深 50cm 以上の区域は、市街化区
域への編入を抑制（対策が講じられる場合を除く）

・盛土構造物の設置等の際に浸水の影響を配慮

4.そなえる対策－地域防災力向上対策
・避難に必要な情報の伝達体制を整備
・市町や県民の避難体制整備を支援
・宅地等の売買時に浸水深の情報を提供
・水害に強い地域づくり協議会を組織し、避難体制や建築物

の耐水化等を検討

いては事業計画相当の排水を考慮し、その他
の小規模な河川や水路については等流水路と
して扱っている。本水理モデルにより、さまざ
まな降雨波形から内外水の区別なく流出域・
河道域・氾濫域までの一連の水理現象を統
合的に扱うことができる。（図-2） は統合型水
理モデルのイメージである。

（3）評価外力
評価対象外力として再現期間を10、30、

50、100、200 年とする降雨を流域全体に
一様に与えた。降雨波形については、滋賀県
降雨強度式を用いて継続時間を 24 時間とす
る中央集中型を採用した。

このうち、10 年確率は小河川（雨水渠や
農業用排水路も含む）の整備目標に相当す
る。また、30 ～ 50 年確率は中規模河川（流
域面積 50km2 以上の河川）で当面の整備目
標とする戦後最大実績洪水を概ね包括する。
100 年確率は中規模以上の河川で将来的に

（河川整備基本方針レベルで）目標とする整備
水準であり、200 年確率は超過外力を意図し
ている。

3. 水害リスク情報の
　 施策への適用

（1）評価結果－地先の安全度マップ
統合型水理モデルを用いて算出したメッ

シュごとの水理諸量を基に、浸水の深さを表
す「浸水深図」、流れの強さを示す「流体力図」、
床上浸水等の家屋への被害の発生頻度を示
す「被害発生確率図」の 3 種類の図面を「地
先の安全度マップ」として作成し、以下のホー
ムページで公表している。

（2）滋賀県の流域治水政策
滋賀県では、流域治水の目標を「どのよう

な洪水にあっても、①人命が失われることを
避け（最優先）、②生活再建が困難となる被
害を避ける」とし、これまで河川法等に基づ
き進めてきた治水対策に加え、これらの施設
整備の目標を超える洪水が発生した場合の
対策についても並行して進めていくこととして
いる。

この流域治水の目標を達成するため、（図-5）
に示す4 つの分野の施策を重層的に進める。

4. おわりに
本県では、平成 19 年から流域治水検討委

員会を設置し、市町や住民、学識経験者との
議論を行い、県議会の議決を経て、平成 24
年 3 月に「滋賀県流域治水基本方針」を策定
している。現在は、この方針を実効性のある
ものにするため、条例の制定に向け、市町や
住民への説明、県議会での議論を進めている
ところである。

滋賀県 土木交通部 流域政策局 流域治水政策室
企画・計画チーム 主査
平成16年4月　滋賀県入庁
平成21年4月より現職
主に河川整備計画や流域治水政策に従事

中西 宣敬
 NORITAK A NAK ANISHI

本条例には建築規制などの私権制限をとも
なう内容が盛り込まれているため、賛否、さ
まざまな意見が出てきている。今後は、河川
改修や堤防強化等のハード整備を着実に進め
ることはもちろん、市町や住民に対し、施策
の内容を丁寧に説明し、理解を図るとともに、
施設能力を超える洪水が生じた場合でも、市
町や住民と連携し、人命が失われることがな
い社会づくりを進めていきたいと考えている。
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老朽化吹付けのり面の
健全性評価手法の開発

久保　光
福井県丹南土木事務所鯖江丹生土木部
道路保全課補修グループ 企画主査

測点をドリルで削孔

亀裂を挟んで配置した測点①～③と打撃点

測点をドリルで削孔 亀裂と測点①、②

マグネット付きのセンサーで
測点とセンサーを密着させる。

表-1　計測・処理するデータ一覧

表-2　亀裂が背面に達するか否かの判定基準

表-3　背面が空洞または土砂かどうかの判定基準

表-4　本手法による亀裂深さの評価結果とコア抜き確認結果 表-5　本手法による背面状況の評価結果とコア抜き確認結果

打撃はシュミットハンマーを
利用。できる限り均一な打撃
を行う。図-1　振動計測の測線配置

図-2　亀裂の深さや背面の状態と縦波振動の伝達
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データの名称・意味 データ処理
伝達関数

判定指標

判定値 6 以上 0.3 未満 0.1 未満 1つでも該当すれば、
亀裂が背面に達すると判断

０～ 4000Hz の
Input（測点①）
強度の平均

8000～10000Hzの
Input（測点①、③）
強度の平均

弾性波速度比
①から②の速度
／③から②の速度

判定方法

判定指標

判定値 0.5 未満 1.2km/s 未満 1つでも該当すれば、
亀裂が背面に達すると判断

0 ～ 4000Hz の伝達関数
（①から②の伝達関数）

①から②の
弾性波速度

判定方法

福井県丹南土木事務所鯖江丹生土木部
道路保全課補修グループ 企画主査
博士（工学）・技術士（建設部門）

専門分野は地盤工学、都市緑化

2010年3月

1992年 
2002年 

2013年 

福井大学大学院工学研究科博士
後期課程ファイバーアメニティ工学
専攻　修了
福井県土木部採用
福井県雪対策・建設技術研究所

（現福井県建設技術研究センター）
福井県丹南土木事務所鯖江丹生土
木部道路保全課補修グループ 企画
主査 （現在に至る）

久保　光
 HIK ARU KUBO

１. はじめに
モルタル吹付け工は、安定した岩盤斜面が

風化の進行により不安定化することを防ぐた
めに用いられるのり面保護工である。降雨水
を吹付け背面に浸透させないことが風化抑制
効果を発揮するための条件の一つである。平
成 21年度、著者ら（福井県と株式会社サン
ワコンの共同研究グループ）は福井県の全土
木事務所に対してアンケート調査を実施。そ
の結果、管理するほとんどの吹付けのり面で
亀裂などがあり、降雨水が斜面内に浸透しう
ることが分かった。このうち現状で背面が健
全な吹き付けのり面に対しては、亀裂への樹
脂注入など簡易な補修工事で風化抑制効果を
回復させることで、吹付けのり面の延命化を
図る必要があると判断した。一方、背面の空
洞や土砂化が進行した吹付けのり面は抜本的
な対策が必要である。そこで、樹脂注入など
の簡易な補修工事で延命化できる吹付けのり
面か否かを簡易に評価する手法を開発した。

２. 亀裂の深さおよび吹付け背面の
　  健全性を評価する方法の開発
2.1 目的と概要

樹脂注入による簡易補修が吹付けのり面の
延命化に効果を発揮する条件は次の 2 点であ
る。①吹付け背面が健全であること（土砂化
しておらず、空洞もない）。②吹付けの亀裂が
モルタルの背面まで到達していること。この
条件を満たすか否かを判断することが本手法
の目的である。評価には、吹付け表面を打撃
した際に発生する縦波振動の伝搬速度、加
速度の大きさ、周波数特性を利用する。

3. 計測方法
3.1 測線と測点の設定

測線の配置例を（図-1）に示す。亀裂の代
表位置を決めて、亀裂と直交方向に測線を
設定する。測線上で、（亀裂の両側に）亀裂か
ら10cm 離れたポイントを測点①、測点②と
する。測点②から測点①と反対方向に 20cm
離れたポイントを測点③とする。測点①から
測点②と反対方向に 50cm 離れたポイントを
打撃点１とする。同様に測点③から測点②と
反対方向に 50cm 離れたポイントを打撃点２
とする。

3.2 測点へ鋲を打設
測点①、②、③のモルタル表面にそれぞれ金

属の鋲を打設する。鋲はマグネット式のセン
サーを固定することと、継続管理（監視）の
ための鋲間計測に利用することを目的として
いる。

3.3 計測するデータ
（表-1）の振動データを計測する。縦波振

動が媒体中のある地点から別の地点へ伝達
するときに、最初に通過する地点のデータを
Inputデータ、後の地点のデータをOutputデー
タと称する。Input データと Output データの
FFT 解析を行い、Input データと Output デー
タの周波数ごと成分の比を伝達関数とする。

4. 原理
吹付け表面を打撃した縦波振動の加速度

時刻歴を、振動が亀裂を通過する前後（測点
①、②）で計測し、亀裂を通過する際の「縦波

伝搬速度（弾性波速度）」を求めるとともに、
「FFT 解析」を行って、周波数ごとの加速度、
および前述の伝達関数を求める。分析結果を
基に、「亀裂の深さ（亀裂がモルタル背面まで
連続するか）」、「亀裂の背面が健全か（亀裂の
背面が土砂や空洞になっていないか）」を評価
する。評価においては、縦波振動の伝播に次
の特徴があることを利用する。
①亀裂がモルタルの背面まで到達していると、

当該亀裂を通過する縦波振動の伝搬速度
（弾性波速度）が遅くなる。⇒「モルタル→
背面地山→モルタル」と伝達することにな
り、伝達媒体の界面で遅れが生じるためで
ある（図-2 の B,E,F）。

②①で背面が土砂や空洞の場合はさらに弾性
波速度が遅くなる。⇒土砂を伝わる縦波弾
性波速度が遅く、空洞があると遅れがさら
に大きいためである（図-2 の E,F）。

③亀裂がモルタルの背面まで到達していると、
当該亀裂を通過する振動加速度（低周波領
域：0 ～ 4000Hz）の減衰が大きい。⇒「モ
ルタル→背面地山→モルタル」と伝達する
ことになり、伝達媒体の界面で減衰が生じ
るためである（図-2 の B,E,F）。

④モルタル背面が空洞または土砂の場合、
ハンマー打撃による亀裂通過前の加速
度（Input データ）のうち、 周 波 数 0 ～
4000Hz 付近の加速度が大きい。⇒吹付
けモルタルが背面の地山で固定されておら
ず、吹付けモルタルが大きく振動しやすい
ためである（図 -2 の C,D,E,F）。

⑤モルタル背面が健全な場合、ハンマー打撃
による亀裂通過前の加速度（Input データ）
で周波数 8000 ～ 10000Hz 付近の加速
度が大きくなる。⇒実験により得た特徴で
ある （図 -2 の A,B）。

5. 評価指標
評価基準を（表-2）、（表-3）に示す。「亀裂

が背面に到達するか否か」は、0 ～4000Hz
の伝達関数（測点①から②への伝達）の平均
値と測点①から②への弾性波速度を指標とし
て評価する。両者のうち一方でも判定値に該
当すれば「亀裂が背面に到達している」と判断
する。
「背面空洞または土砂」は、背面がある程

度広い範囲（打撃点を含む測線範囲全体）で
土砂化または空洞化しているかどうかを判断す
る。「測点①の Input データの 0-4000Hz の
加速度値」と「測点①の Input データおよび
測点③の Input データの 8000 ～ 10000Hz
の加速度値」、「測点①から②の弾性波速度
と測点③から②の弾性波速度の比（亀裂を挟
んだ弾性波速度と亀裂を挟まない弾性波速度
の比）」で評価する。一つでも該当すれば背面
が「空洞または土砂」と判断する。

6. 実斜面での検証結果
本手法を実際の斜面に適用した（Aサイト、

B サイトの 2 斜面で測定か所は各12 か所）。

検証のためのコア抜き確認を実施した。本手
法による判定結果とコア抜き確認を実施した
結果を（表-4）、（表-5）に示す。

本手法による「亀裂の深さ」の評価結果は
A サイト、B サイトともにほとんどが「深い」
であり、一部に「浅い」と評価される。コア抜
き確認ではすべての亀裂がモルタル背面まで
到達していた。本手法の結果は一部判定が逆
転しているが、概ね全体の傾向を捉えること
ができている。判定が逆転した理由は、コア
抜きが局部の確認であることに対し、本手法
はもう少し広い範囲の確認であること、コア
抜き前は亀裂内が石灰分などで密着していた
などの理由が考えられるが、現段階では明ら
かではなく、今後、適用例を増やしながら検
証していく必要がある。

本手法による「背面の状況」の評価結果
は、Aサイトはすべて「空洞または土砂」であ
り、B サイトはすべて「健全」であった。コア
抜き確認の結果では Aサイトはすべて「土砂、
強風化岩」、「空洞」、「砂」である。「砂」とした

ものは吹付け工施工時のリバウンドの砂であ
り、ばらばらの土砂状を呈している。以上よ
り、A サイトの背面はすべて空洞または土砂
であり、本手法の結果と一致している。B サイ
トのコア確認結果ではほとんどが健全で、一
部で「0.1mm 程度の空隙」、「砂」が認められ
る。全体として本手法による評価結果は妥当
と考えられる。一部で評価結果が異なる理由
は、Aサイトと同様にコア抜きの結果は局所
的であり、本手法がもう少し広い範囲の評価
であるためと考えられる。

7. まとめ
提案した手法を実際の現場で検証して本手

法の評価結果とコア抜き確認の結果が概ね
一致する良好な結果を得た。一部で、本手法
の評価結果とコア抜き確認結果に違いがある
が、コア抜き確認が局所的評価であるのに対
し、本手法はもう少し広い範囲を評価してい
るためと考えられ、より適切に評価している可

能性がある。今後は適用事例数を増やして精
度を高めていくことと、適用範囲や他の手法
との長所短所の比較が課題である。
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京都府建設交通部 理事砂防課長事務取扱　川上 愼二

砂防施設の維持管理5
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写真-2　現存する「デ・レーケ堰堤」

図-2　基本方針（イメージ）

図-1　建設後50年以上の施設の割合

表-1　管理水準の考え方（案）

写真-1　築50年を越える砂防堰堤

写真-3　護岸石材の抜け落ち

府民満足度の向上

PDCAサイクルによる維持管理システムの確立
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京都府建設交通部 理事砂防課長事務取扱
昭和54年4月　京都府採用
平成24年4月より現職

川上 愼二
 SHINJI K AWAK AMI

１. はじめに
砂防施設は国民の安心・安全に直結する施

設であるが、山間部や人家裏といった立地条
件の悪さによるアクセスの困難性や明治以降
の古くからの近代砂防施設のストック形成と
いう点等から、損傷程度等の健全度の把握が
困難な状況で経過し、計画的な維持管理を進
める上で多くの課題が顕在化している。このよ
うな状況の中では、今後砂防施設を一定の社
会資本レベルに維持することや、除石等の定

期的管理費用や大規模修繕・補強に要する
維持管理費用の増加に対応することが困難に
なることが予想される。     

一方、国土交通省砂防部においては、平
成 24 年 12 月の「笹子トンネル天井板落下事
故」を受け、インフラの維持管理に多大な関
心が寄せられていることから、砂防関係施設
の緊急点検の依頼が各都道府県に達せられて
おり、京都府においても全施設を対象に緊急
点検を実施しているところである。

2. 京都府の砂防施設の現況
2.1 現在の砂防施設の状況

京都府管理の砂防施設（砂防設備、急傾
斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設）は、
昭和初期から建設が本格的に進められ、戦
後の昭和 25 年頃より建設スピードが加速し、
バブル景気崩壊の平成 3 年までの約 40 年
間で急速に建設された。その後、建設スピー
ドは鈍化したものの、現在までに約 2500 施

設が整備されている。経過年数を試算したと
ころ、建設後 50 年以上を経過する砂防施設
は 4 割弱程度だが、10 年後には半数以上
が 50 年を超えるため、施設の老朽化や損傷
の拡大等を計画的に食い止める必要がある。

（図-1、写真-1）

2.2 砂防に対する多様なニーズ
（1）砂防施設新設ニーズ

京都府の土砂災害危険箇所の内、未対策
箇所は約 3100 箇所と非常に多いため、今後
とも選択と集中を行い、計画的で重点的な整
備を推進していく必要がある。

（2）歴史的な価値を有する砂防施設の保
　　 存・利活用による地域活性化の促進

明治新政府により招かれたオランダ人技術
者のヨハネス・デ・レーケは、明治 8 年、木
津川支川不動川に現存する近代的な石積砂
防堰堤を築造した。このような歴史的価値を
有する砂防施設も適切に維持管理を実施し、
次世代に継承していく必要がある。（写真-2）

（3）砂防施設の機能不全と管理瑕疵
近年、砂防施設の機能不全と認められる事

象が発生しており、適切な維持管理の必要性
が増している。（写真 -3）                

（4）社会的な協働意識の高まり 
砂防施設では、地域住民が参画するような

施策は講じられていない。特に急傾斜地崩壊
防止施設のように直接的に人家を保全する重
要施設については、受益者である住民の協力
のもと、協働して維持管理を行う仕組みづく
りが必要である。

3. 維持管理基本計画の作成
3.1 維持管理の考え方

今後、施設の老朽化が進む中、補修・更
新費用の最小化、施設の長寿命化、更新時
期の平準化など中長期的な視点に立った維持
管理や地域ニーズに柔軟に対応することの重
要性がこれまで以上に増してくる。このために
は、砂防施設を、その施設の特殊性や立地
条件等を考慮し、個々の施設特性を把握した
上で、維持管理方針を明確にする必要がある。
京都府では、各施設を「定期的管理」と「日
常的管理」に区分し、次の 5 つの基本方針に
基づき取り組んでいくこととしている。

3.2 基本方針（図-2）  

Ⅰ 長寿命化の推進
・ 日常からのきめ細かなメンテナンスを繰り返

し、重大な損傷への進行を抑制するととも
に、定期的な点検により施設の損傷状況等
を把握し、計画的な補修を行う。

Ⅱ 維持管理の重点化
・ 施設の健全度や地域ニーズ、新設要望等

を考慮し、予算の平準化を行った最適な
投資計画を立案し、計画的な維持管理を
実施する。（表-1）  

・ 安全性のリスクを考慮した管理水準を設定
する。

Ⅲ 情報管理                               
・ 施設の損傷状況等を適時的確に把握できる

よう、点検データや補修履歴等を蓄積する
データベースシステムを構築する。

Ⅳ 府民協働の推進                                        
・ 地域住民協働型の維持管理に取り組む。
・ 特に、急傾斜地崩壊防止施設は受益者が

限定され、住民の生命・財産の保全に直結
するため、地域住民や市町村の協力を得て
実施することが適当と考えられる。

Ⅴ 維持管理システムの確立　
・ 計画的な維持管理を実施するための仕組み

（ＰＤＣＡサイクルによるメンテナンスシステ
ム）を確立する。

4.今後に向けて
緊急点検結果を活用し、長寿命化を推進す

るための効率的な点検実施体制や維持修繕
計画など、中長期レベルのメンテナンスシステ
ムを構築したいと考えている。
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西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社　上出 定幸6 道路の土構造物における予防保全型管理

写真-1
吹付け工の亀裂の発達

写真-2
ブロック積工の亀裂の進行

写真-3
鋼棒アンカー頭部の飛び出し

図-1　三次元比抵抗探査

表層比抵抗分布

137.5kHz（浅層）

三次元比抵抗分布

5.5kHz（深層）

図-2　空中電磁波探査による比抵抗分布 図-3　無線センサ土構造物監視システム

１. まえがき
近年、道路の発達に伴って種類や規模は異

なるものの、さまざまな素因と誘因によって、
土構造物の崩壊・変状に伴う種々の災害が発
生し、人的・物的被害をもたらしている。これ
らの被害を防ぐための予防保全型管理の一環
として各種の土構造物点検が実施されている。

各種の点検手法の特性を踏まえ、迅速、か
つ効率的に、平面的・断面的、かつ継続的に
点検の実施、およびこれらの資料の収集・蓄
積とその一元化、並びに予防保全型管理およ
び安定性やリスクの評価に関するシステムの構
築が重要である。

２. 土構造物点検の現状
2.1 点検手法の現況

土構造物点検では、崩壊・変状による土砂
災害を未然に防ぐために健全性を評価し、予
防保全型管理の観点から対策工の立案を行う
詳細点検が重要となる。主な点検方法は、目視
点検と打音点検である。

目視点検では、のり肩や小段、のり尻などを
巡回し、ひび割れ、損傷、排水溝の破損などを
見る。吹付け工やのり枠工ではコンクリートの
変状を、またグラウンドアンカー工（以下、アン
カーという）ではその頭部や支圧板の損傷、飛
び出し（写真-1）などを見るといったように、それ
ぞれの土構造物に応じた点検を行う。それらの
上で点検結果と、損傷の危険性に対するマクロ
的な評価、対処法を検討し、記録する。地下水
湧水、排水溝の詰まりのチェックも重要である。

各種保護工における変状は、植生工では
20cm 程度の段差が生じなければ発見は難し
い。吹付け工（写真-2）やブロック積工（写真-3）
などのメーソンリーでは、亀裂幅が0.5mm あれ
ば検出が可能で、継続的な観測も容易である。
しかし、目視点検は、点検技術者の能力と経験
が、評価に大きく影響を与える。

打音点検では、吹付け工、のり枠工、アン
カー頭部などを所定のハンマーで叩き、その音
によって「浮き」「剥離」「アンカーボルトの緩み」
等を把握する。しかし、人力による打撃であり、

その打撃エネルギーや聴覚は人によって異な
ることから客観性に乏しい面がある。

詳細点検のほか、吹付け工やアンカーでは、
ミクロ的な健全度調査がある。旧タイプアン
カー（非防食アンカー）では、アンカー荷重を
計測し（既設ロードセル、リフトオフ試験）、ア
ンカーの物性値を捉える。このデータから健全
度を評価し、これに基づき保全計画を立案す
るが、取得したデータ処理方法とその適用につ
いて十分な検討がなされていない場合が多い。

詳細点検や健全度調査の結果は、損傷や押
出しなどの変状やミクロ的な計測結果にすぎ
ず、予防保全計画を行うには不十分である。し
たがって、変状原因をマクロ的に追求する新た
なシステムの構築が必要となる。また、土構造
物の崩壊・変状に対する周辺微地形、風化や
地質構造などの素因と降雨強度や地震強度の
誘因を整理も重要である。

2.2 土構造物カルテの重要性
土構造物が崩壊・変状したとき、その素因

が何であるか（土質地質特性か、地下水特性
か）を把握した上で、予防保全対策が検討され
る。そのとき重要となるのが、整備された土構
造物カルテ（地質資料、建設記録、のり面カル
テ、災害記録、補修履歴など）である。年数を経
た土構造物は劣化が進行する。その進行の把
握は定性的で、定量的に把握される場合は少
なく、定性的データを統計解析し、定量的評価
をすることが求められる。また、文書保存や点
検の方法が随時変更されており、建設当初や
その後の関係文書の紛失・欠落、また点検結
果の解釈が高度化しており、建設時から現在
までの劣化の進行状態が把握できないことが
多 あ々る。土構造物カルテは、効率的な予防保
全計画や安定性評価・リスク評価において、
利用度が高いものだけに、詳細点検や健全度
調査の結果の保存が重要である。

2.3 目視・打音点検に代わる点検手法
土構造物点検には、接触法と非接触法があ

る。前者には破壊法と非破壊法があり、コア抜
き法などは破壊法、超音波法、電磁波レーダ法
などは非破壊法である。後者には熱赤外線画

像法、3D レーザスキャナ法（3DLS 法）などが
あり、目視や打音に比べると、表層直近の情報
を個人差なく、客観的、広域的かつ短期間に、
同一精度で、データが取得できる利点がある。

吹付け工などの熱赤外線画像法の利用は、
測定温度の精度が吹付け面の平滑さや背面
状況（風化、地下水、空洞などの状態）、使用機
器に左右されることから、画像処理と判読に
高度な知識と経験が必要である。

3DLS 法は、土構造物にレーザ光を連続的
に照射し、土構造物の表面形状を３次元座標
データとして記録するもので、地上据置型と航
空機搭載型がある。土構造物の点検では、地
上据置型を用いて表面形状の経年変化を計測
し、予防保全計画に供される。航空機搭載型
は詳細地形測量に属し、崩壊や土石流などの
発生要因である異常地形（地すべりや崩壊な
ど）の抽出に用いられる。なお、人工衛星を用
いるものに、GPS 計測や干渉合成開口レーダ

（In-SAR）がある。GPS による計測は mm 単
位の変状を捉えることは難しく、地すべりなど
の中長期的な計測に適用されている。In-SAR
は地表面の微小変動を広範囲に、数年単位の
期間で捉えることが可能であり、精度向上を図
ることによって土構造物の変状監視への適用
が期待される。

３．新しい土構造物の点検技術
3.1 土構造物表層の劣化の把握

土構造物の表層や背面地盤の劣化を探る
技術の開発が進められている。吹付けの空洞
点検において聴音による打音点検に代わる手
法として「たわみ振動法」がある。これは表面
に可聴領域の弾性波を打撃によって発生させ
て、空洞の大きさを計測するものである。空
洞があると共振波動を起こすので、その波動
を計器類で捉えるという手法である。

打音点検は、水分を含むと有効性の低下
や、定量的に評価はできないという欠点があ
る。こうした欠点を補うために、空洞や亀裂
の水分子中の 1H 核（水素原子の原子核）を、
磁石とコイルを用いて直接計測する核磁気共
鳴（NMR）表面スキャナーがある。現在、探
査深度は 1.5cmと浅いので、今後さらに深部
まで測定可能になることが待たれる。

3.2 土構造物深部の劣化の把握
土構造物の深部の劣化を把握する方法に

は、破壊法と非破壊法がある。前者の代表が
ボーリング調査である。ボーリング調査では、
コア性状や弾性係数、弾性波速度などの経
年変化を診ることによってマクロ的に劣化を

判断するが、ミクロ的な劣化を把握するには、
有効間隙率などの物理特性や顕微鏡的亀裂

（Micro Crack）の増加や造岩鉱物の変質など
が重要となる。また、小規模破壊をともなう
物理探査では、種々の二次元探査で深部地
盤の可視化が進み、SOM 解析や変換解析で
得られる間隙率や体積含水率を用いた地盤
評価法が開発されている。今後は、多次元的

（立体的 X,Y,Z、かつ経時的 T）な物理探査
法（図-1）の研究も進んでいくものと思われる。

非破壊法には、接触法と非接触法がある。
接触法は物理探査が主体で、その測定結果
を解析するものである。物理探査を用いた経
年的な計測により地盤の劣化が把握できるよ
うになった。今後は非接触法であるリモート
センシング法によって遠方から広域に地下深
部の岩盤や地下水の性状を把握する手法に期
待がもたれている。その一つ、空中電磁波探
査は、ヘリコプターに数バンドの電磁波セン
サを搭載・曳航しながら地表に電磁波を照射
して、地下内部構造の比抵抗（図-2）を調べ
るものである。比抵抗が、崩壊素因である粘
土分含有率や体積含水率に左右されることを
利用して、脆弱岩盤や地下水の分布を調べ、
崩壊の危険箇所を抽出する。また、経年的に
比抵抗を計測することで、風化の進行や地下
水変動を追跡することができる。

土構造物深部地盤の劣化の進行や背面空
洞を把握する方法としては、空中電磁波法や
熱赤外線映像法の応用が可能である。たとえ
ば、測定機器類を車に搭載し、道路本線上
から土構造物に向って連続的に電磁波の照射
や熱赤外線画像の撮影することで、比抵抗や
温度の分布を簡便に測定できる装置の開発が
期待される。

4. 土構造物の情報管理
土構造物資料には、地形地質資料、設計

施工図、各種カルテなど多数ある。これら資
料は分散して保管されていることが多く、一元
管理が求められる。管理手法としては、GIS
を用いた土構造物情報管理システムの構築が
有効である。予防保全型管理の立場からは、
精度の高いハザードマップの作成によって、事
前に崩壊危険のり面の抽出が可能となる。そ
ののり面に土構造物監視システムを設置して、
のり面の挙動を把握する。崩壊・変状の発生
を受けて通行止めなどの交通規制を迅速、か
つ効率よく行うには、点検や災害の情報と、
崩壊時の監視情報を総合的に解析・伝達でき
るシステムが不可欠といえる。

近年、自動計測や無線によるデータの伝送、
危険警報の発信など IT 技術を駆使した周辺
機器類の発達は著しく、それに伴って無線セ
ンサ土構造物監視システム（図-3）が急激に
進化している。監視システムでは、まず各種カ
ルテや災害履歴により土構造物危険個所を抽
出し、定期的に形状計測を行うことで変状の
進行を確認する。その変状箇所に、超小型・
軽量の無線センサノード群（地表面傾斜計、
土壌水分計、伸縮計など）を基地局（データ
の収録と伝送）とともに設置し、ワイヤレス化
を図る。基地局からのり面監視センターにデー
タを伝送し、常時モニタリングを行い、予防
保全型管理の効率化（高精度・低コスト）と
省力化が進められている。

5. 土構造物リスク評価による保全
予防保全型管理において、土砂災害を

未然に防ぐために、補修補強や対策などの

工事が行われている。多数ある危険土構造
物のすべてを同時に対応することは非現実
的で、経済的にも難しい。予防保全型管
理では、危険度や社会的損失などを考慮し
たリスク評価が重要視される。すなわち防
災関係資料から検討区間を選定するとともに、
崩壊に伴う損失評価のために、崩壊解析の
モデル化と地盤物性値を設定する。また、降
雨資料からハザード曲線を作成し、破壊確率
を安定解析で設定した確率降雨に対して求め
る。年間破壊確率は、ハザードレベルが 1年
間に発生する可能性を重み付けしたかたちで
算出する。土構造物の崩壊に対する損失額は、
人的・物的被害額や交通遮断による走行経
費、地域経済の損失額などから求める。年間
リスクである年間損失期待値は、年間破壊確
率に損失額をかけたもので、このリスク評価
から対策工の優先順位が決定する。

6. まとめ
従来の道路管理では、土構造物の崩壊前

兆現象が発見された後に、対応策を検討する
事後保全が採れてきたが、安全・安心を重視
する立場からは予防保全型管理に切り替える
ことが求められている。ただし、これまでの土
構造物の点検は、主観的な点検手法である目
視点検、打音点検が主体で、その評価は点検
技術者の能力に大きく左右されるものであっ
た。したがって、今後の土構造物点検では、
本稿で紹介した客観的手法を採用していくこ
とが望ましい。
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土構造物の調査とモニタリング

浸食モニタリングのイメージ
（国土交通省　河川堤防モニタリング技術
ガイドライン（案））

SAMMジャッキを用いたアンカーのリフトオフ試験
（株式会社 東建ジオテック）

傾斜センサを用いた斜面崩壊感知センサ
（中央開発株式会社）

河川堤防における統合物理探査の事例
（土木研究所 資料）

比抵抗による地盤中の水分モニタリング
（応用地質株式会社）

１. はじめに
昨今、さまざまな社会資本ストックの老朽

化とメンテナンスの重要性が指摘されていま
す。さらに近年、多発している局所的な集中
豪雨や、発生が懸念されている巨大地震は、
土構造物に対する損傷や損壊のリスクを高め
ていると考えられます。例えば、宅地や道路・
鉄道などの盛土は、これらの自然現象によって
崩壊する可能性があります。

このように災害リスクが高まるなか、利用者
や周辺住民の方々の安全・安心を守っていくに
は構造物の補修・保全が欠かせません。そし
て補修・保全にあたっては、老朽化や損傷の
度合い、関係する地盤の状況などを的確に把
握し、その結果に基づいて対処していくことが
重要です。また、調査結果に基づき、適切に
対処することは、維持管理コストの削減にもつ
ながります。

ここでは、私たち関西地質調査業協会が
行っている、さまざまな調査・モニタリング技
術をご紹介します。

２. 調査・モニタリングの基本
調査・モニタリングの基本は、ひとの感覚に

よる調査・点検（目視確認や打音調査など）だ
と考えます。もちろん構造物内部の異常は外
から見ただけで判らないことも多々あります。
しかし一方で、表面上に何らかの変状をきたし
ていることも多いものです。また、表面上のわ
ずかな異常が原因で内部に大きな異常を発生
させている場合もあります。

打音調査のように、ひとの感覚に頼った方
法は『客観的でない』『定量的でない』『設計に
必要な正確な数値を得られない』などの欠点も
あります。しかしながら、ひとの感覚というもの
は実は非常に優秀で、計測器やコンピューター
では検出できない、わずかな異常を感じること
もあります。

これから述べるような、さまざまな技術を駆
使して、現状を客観的かつ定量的に把握するこ
とは必要不可欠ですが、目視確認や打音、測量
などによって、表面上に現れている状況をしっ
かりと捉えることが重要です。

３. 土構造物に対する調査・
　 モニタリング技術

現在では、いろいろな目的、対象に合わせて、
実に多くの調査技術、モニタリング技術が開
発されています。ここでは、土構造物の調査・
モニタリングに活用できる技術について、主な
ものを右の表にまとめました。

４. おわりに
ここに示したのは、たくさんある技術の一

部に過ぎません。関西地質調査業協会の加
盟各社は、このほかにも多様な技術を持って、
さまざまな調査や試験、監視などにあたって
います。

特に、構造物そのものが『土』でできている
盛土構造物や、地面そのものである法面、地盤
と密接な関係にあるトンネルや道路、埋設管と
いった社会資本ストックの調査・モニタリング
には、私たち、地盤の専門家が持つ知識と知
恵がなくてはならないと信じています。

※ 紹介した技術の詳細や、地質調査、モニタリング
に関するお問い合わせは、関西地質調査業協会なら
びに加盟会社までご一報ください。

対象 技術名 手法の概要・特徴 主な目的など

盛土構造物

伸縮計
2 点間をワイヤーなどで結び、その動きを測定すること
で、地面の変位（伸び縮み）を計測する・監視する。

地面の動きを計測・監視することで、崩壊などの危険
性を察知したり、そのメカニズムを推定することで対
策工の検討に利用したりする。

傾斜計
 傾斜センサなどを用いて、地表面や地中の傾き（その
変化）を計測・監視する。

地面や地中の傾きを監視することで、崩壊などの発生
を事前に予測したり、場所による傾きの違いを、その
メカニズムの解明に役立てたりする。

転倒センサ
傾斜計と同様に地面の傾きを知らせるものであるが、例
えば『立てておいた棒が傾きによって倒れる』ことで
傾きを知らせるもの。現地が単純なため、扱いやすい。

地面の傾きから、崩壊などの危険性を事前に察知する。
比較的、単純な仕組みであるため。多点での監視など
に向いている。

比抵抗
モニタリング

地面に電気を流して、電気抵抗の変化を監視する手法。
同じ地盤でも、水の有無や量によって電気抵抗が変化
するため、水の動きを推定することができる。

盛土の崩壊は、豪雨などにより盛土の内の地下水が急激
に上昇することで発生することが多い。そのため、その
水の動きを監視することで、崩壊の危険性を事前に察
知したり、崩壊メカニズムの解明に役立てたりできる。

落石対策

振動計測
モニタリング

斜面などにある大きな岩などが、しっかり埋まっている
か、浮いた状態かを調べる方法。浮いた石は、固定され
ている石にくらべて揺れやすいので、振動などを計測・
分析することで判定することができる。

落石となる可能性のある、斜面の岩などの安定性を定
量的に計ることで、対策の優先度（どの岩から先に対
策するか）を決めるための指標として利用できる。また、
常時計測を続けることで、安定性の変化を捉え、危険
性を事前に察知できる可能性がある。

転倒センサ

盛土構造物と同じく、比較的単純な原理で斜面の岩が
動いたかどうかを監視することができるセンサ。

振動計測のように、精密な評価はできないものの、単
純な仕組みのため、たくさんの岩を同時に監視するこ
とが可能。それにより、斜面下の生活圏に対する危険
性を察知する。

光ファイバセンサ 

光ファイバは、切れたり曲率が変わったりすると、専用
の装置により、その場所を特定することができる。落
石の可能性がある箇所に設置することで、岩が動いて
いるかどうか（不安定になっているかどうか）を監視
することができる。

長い光ファイバのどの場所で異常が発生したかどうか
も検出できるため、ある程度広い範囲でも、1 本の光ファ
イバを張り巡らすことで複数箇所の岩（斜面の複数箇
所）を監視することができる。これにより、落石の危
険性を察知できる。

河川堤防

物理探査

地面を振動が伝わる速さや電気抵抗、電磁波が伝わる様
子などを計測・解析することで、地盤の内部を可視化
する、いわばレントゲンのような技術。最近では、自
動車に搭載するなどしてスピーディに計測を行えるも
のもある。

振動などの物理現象を介して間接的に地盤の内部を調
査するため、ある程度の誤差などは含んでいるものの、
堤防という、非常に長距離に及ぶ構造物に対して、比
較的短時間に計測できることが特徴。全体の中でも弱
点箇所をスクリーニングし、詳細調査箇所の絞り込み
などに役立てる。

浸食
モニタリング

河床や堤防内、護岸などにあらかじめセンサを設置し、
浸食が進行する様子を監視する方法。例えば、光ファ
イバを備えた棒状のセンサを埋設し、浸食によって露
出した部分が折れてゆく様子を計測することで、浸食
の様子を捉えられる。

浸食の進行をリアルタイムに監視することで、洪水時
の警戒・避難などの判断材料の一つとして利用できる
ほか、浸食を防ぐための対策工を検討する際の参考デー
タとして有効に活用できる。

管内カメラ

人が入ることができない埋設管などの中に、自走式のテ
レビカメラを入れ、埋設管内部の損傷などを確認する。

堤防にある、樋門や樋管といわれる施設は、堤防の強
度を考えると、洪水時に弱点となりやすい場所である。
特に、施設が破損している場合には、そこから堤防の内
部に水が浸入するなどして決壊の原因となり得る。その
ような事態を未然に防ぐための管内の調査を実施する。

グランドアンカー リフトオフ試験

道路わきなどの斜面には、斜面が崩れないように、表
面から硬い岩盤まで届くように地中にワイヤーをはり、
崩れやすい表面の地面を、いわば縫い付けている施設
があり、これを、グランドアンカーと呼ぶ。リフトオ
フ試験は、ジャッキを用いて、実際に設置されている
アンカーの緊張力を調べる試験である。

グランドアンカーは、1960 年ごろから導入されており、
50 年余りを経過した古いものも多い。それらの中には、
すでに、表面の土を抑える力が低下しているものも多
く、その危険性を調査することで、必要な対策工事を
行い、道路などの安全を保つことができる。

－

衛星画像解析

地球を周回する人工衛星の中には、周期的に電磁波画像
を撮影し続けているものがある。この衛星によって得ら
れた、撮影時期の異なる画像を解析することで、広域
的な地盤の変動を捉えることが可能となっている。撮り
ためた衛生画像を利用することから、過去にさかのぼっ
て解析することも可能である。

広域の地盤変動の様子を、過去にさかのぼって、かつ、
現地に立入ることなく調査することができるため、広
い監視対象の中で、どの部分がどの程度変位している
か、すなわち、危険箇所なのか、といったことを調査
することができる。これによって、対策をすべき箇所
の優先順位の検討をしたり、他の調査データを併せて、
原因究明の参考データとして利用できる。

非破壊調査技術

河川堤防の欄で紹介した物理探査は、地面の中を、いわ
ばレントゲンのように可視化する技術であり、概略的
な調査ではあるものの、広範囲を、高効率・低コスト
でカバーできるのが特徴である。電気抵抗を計る方法、
振動の強さや伝わりやすさなどを計る方法、電磁波の
反応を診る方法などがある。

道路やトンネル、堤防といった構造物は、非常に距離
が長く、全区間にわたって高いレベルの調査・対策を
行うのが難しいのが現状である。そのため、物理探査
技術を利用して、全体を概略的に調査し、損壊の危険
性が高い箇所を抽出、リスクの高い箇所から、詳細調
査や対策を優先的に行うことで、限られた時間と予算
の中で、効率的な維持・管理が可能となる。
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プロフェッショナルへの関門をくぐり抜けた合格体験記は、
資格をめざして格闘中の若きチャレンジャーにとっては
いい刺激と受験のためのヒントを提供してくれることでしょう

◇基礎知識を学び直したい
　というのが受験動機

私は、このたび地質調査技士の「現場技術・
管理部門（物理探査コース）」を受験し、合格
することができました。今後受験される方々
に少しでもご参考になればと思い、私の経験
を述べさせていただきます。

大学・大学院時代、私は「廃棄物最終処
分場のごみの分解」を中心に土木分野全般
について勉強してきました。2007 年、現在
の会社に入社してからは、ボーリングを用い
た建築基礎調査、トンネルの維持管理業務、
河川の環境調査、地すべり調査、地下水帯
水層調査業務など、さまざまな業務に携わっ
てきました。最近では、地中レーダ探査を用
いた「路面下の道路空洞調査業務」や、「堤
防の健全度評価業務」など数多く経験してお
り、業務に追われる毎日を過ごしています。

私はこれまでの業務のなかで、技術の原理・
仕組みや、業務の契約形態、電子納品など
の基礎的な知識が圧倒的に不足していると感
じることが多々ありました。そこで、試験勉
強を通じて改めて基礎的な知識を学び直そう
と考え、今回の受験を決意した次第です。

◇地質調査業務の全般的な知識が
　問われる問題内容

私が受験した「現場技術・管理部門（物理
探査コース）」は筆記試験のみでした。その
内容は、1）社会一般、建設行政等の知識、2）
地質、土木・建築等の知識、3）現場・専門
技術の知識、4）調査技術の理解度、5）解
析手法、設計・施工への適用、6）管理技法、7）
入札・契約方式、仕様書等の知識、8）現
場技術・地質調査技術に係わる問題および
建設一般、論理網領に関わる問題、の 8 分
野で構成されています。1）～7）までは択一式、
8）は記述式の問題形式です。

合否判定は択一式試験と記述式試験の合
計点によるものですが、そのいずれもが一定
の基準に達していることが求められます。日
頃、地質調査業務に従事している方であれば、
2）～ 6）は比較的、身近な問題だと思いま
す。逆に、7）入札・契約方式、仕様書等の
知識や 8）現場技術・地質調査技術に係わる
問題および建設一般、論理網領に関わる問
題などには馴染みが薄いかもしれません。8）

の記述式では、これまで携わった業務につい
て、その内容や問題点、それに対する解決策、
現時点での評価などを記載する問題が出され
ました。

◇業務知識を再確認することが
　試験勉強に

私は数年前に、同じ試験を受験した経験
があります。その時は、業務多忙を理由に試
験勉強をまったくしておらず、案の定、不合
格でした。その時の反省を思い出して、今回は、
前もって試験対策を、と考えていたのですが、
やはりなかなか試験勉強の時間が取れません
でした。試験直前となって、全国地質調査業
協会連合会のホームページより3 年分の過去
問をダウンロードして、解答してみました。結
果は、約 6 割の正解率で、合格ラインには
達していませんでした。さらに詳しく見てみる
と、前述のように日頃の業務で馴染みが深い
2）～ 6）の問題は 8 割程度の正解率がある
のに対して、馴染みの薄い7）や 8）の問題は
ほとんど不正解でした。したがって、不得意
分野である7）や 8）を徹底的に勉強すること
にしました。

具体的には、過去問の不正解部分を1 問
ずつ関連ホームぺージや各種基準書で調べ
つつ、わからない問題については会社の諸先
輩方に教えてもらいました。試験までの時間
がなかったため、他の参考書にまで手を広げ
るのではなく、過去問に絞った勉強を行いま
した。記述式問題については、技術士試験
に向けて自分がこれまで担当した業務の問題
点や解決策、現時点の評価などをまとめてい
たこともあり、それを再度確認しました。加
えて、現在従事している、物理探査技術を用
いた「路面下の道路空洞調査業務」や、「堤
防の健全度評価業務」についても、インフラ
の維持管理という題材で課題や問題点につ
いて整理していたことが試験に役立ったと思
います。

これらの勉強は、日頃業務を遂行している
なかで、知っているつもり、わかっているつ
もりになっていたことを、ひとつずつ「確かな
もの」にしていく過程でした。勉強というより
は業務でわからないことを調べるような感覚
だったので、あまり苦になりませんでした。こ
うした試験勉強の甲斐あってか、択一問題は
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応用地質株式会社　関西支社
ジオテクニカルセンター
２００７年入社。物理探査の技術者として、路面下
空洞調査や河川堤防の健全度評価業務などを担当

株式会社
ダイヤコンサルタント関西支社
地質・防災部　地質・防災第 2 課　課長
1994 年入社
活断層調査、電力関連業務、道路調査、地すべり調
査に従事
2007 年より関西支社在勤

◇はじめに
合格発表から1 年近くたったこの時期

に、合格体験記を書くのも変な気持ちです
が、当時を思い出しながら報告していきた
いと思います。

なお、執筆時点では第 2 回試験の二次
試験が終わっており、試験問題が（社）全
国地質調査業協会連合会のホームページ
に公開されています。また、第 1回試験の
問題と判読ポイントなども公表されていま
す。これらの資料を見ながらこの体験記を
作成しました。

◇応用地形判読士とは？
応用地形判読士は、（社）全国地質調査

業協会連合会が、応用地形判読の技術を
認定するための資格制度として創設したも
のです。

受験の手引きには創設の目的として以下
の 3 点が記されています。
★ 地形と地形判読に関する知識を身につ

け、“防災・減災”に役立てる人材を広
く育成する。

★ 優れた判読技術を有し、地形リスクを判
断できる応用能力を修得した技術者を
認定する。

★ 応用地形判読士を利活用することの有
用性を広め、当該技術の普及と関連技
術者の育成を図る。

◇試験の概要
試験には、受験資格を問わず、だれでも

受験できる一次試験と、一次試験で「応用
地形マスターⅠ級」に認定され、「応用地形
判読士補」に登録した人が受験できる二次
試験があります。二次試験に合格し、登録
することで「応用地形判読士」の資格が得
られます。

一次試験は地形判読に関する基礎知識
および専門知識を問う学科試験です。地形
や地質に興味がある一般の人々や、地形地
質調査などに関わる発注者や技術者を対象
に実施されています。合格者は問題の正答

率で「応用地形マスターⅠ級」もしくは「応
用地形マスターⅡ級」に認定されます。

二次試験は応用地形判読士として必要な
技術能力を問う実技試験（地形図と空中写
真を判読し、判読図等を作成し、応用地形
学的所見等を論述する）です。高度な技術
を用いて地形判読業務を専門に行っている
技術者や地形判読に関する報告書の内容
を理解できる発注機関の職員などを対象に
問題が作成されています。

◇受験勉強（一次試験）
通常であれば一次試験がある 7 月まで

は比較的業務に余裕があるため、じっく
り参考書を読もうと思っていたのですが、
私が受験した年は例年以上に多忙となり、
ほとんど勉強できませんでした。このため

「技術者のための地形学入門」を読んだだ
けで試験に臨むことになりました。よくま
とまっているテキストだったので、基礎知
識の整理・再確認に役立ったと思います。
さらに不明な点があったときは「建設技術
者のための地形図読図入門」も見るように
しました。

◇一次試験
一次試験は事前に模擬問題が公表され

ていたため、問題形式にとまどうことなく
取り組むことができました。

午前の多岐択一式問題は、地形に関す
るものだけでなく、地学の基礎知識に関す
る出題もあり、想像以上に幅広い知識が
問われる試験だと思いました。第 2 回試
験の問題も見ましたが、傾向は変わってい
ないようでした。したがって地学の基礎知
識も必要なので、上記のテキストに加えて、
高校地学程度の教科書も読んでおく必要が
あると思いました。

◇二次試験
応用地形判読士の資格試験の特徴は二

次試験にあるのではないでしょうか。実際
に空中写真を判読して地形判読図を作成

空中写真判読の
経験が重要な
二次試験

日頃の業務こそが
一番の試験勉強

約 9 割が正解、記述式も自分の書きたいこと
を比較的スムーズに記述できました。

◇合格につながった4つのポイント
最後に、私が試験を通じて感じたことを以

下に 4 つ述べます。

（1）まずは、過去問
前述したように、私の試験勉強は過去問で

の苦手分野克服を中心としたものでした。今
回の試験でも、過去問の類似問題が多く出題
されていました。まずは出題傾向をつかむため
にも、過去問を一度解いてみることが重要だ
と思います。

（2）専門外の分野にも興味を
試験は、全部で 3 部門（5 コース）に分けら

れています。部門・コースごとに設問は異なり
ますが、共通の設問も多く、自分の専門分野
のみ勉強していたのでは解答できません。

自分の核となる技術をもとに、専門外の分
野にも日頃から目を向けて、知識を広げていく
ことの大切さを痛感しました。

（3）日頃の業務の重要性
私は、日頃から自分の携わった業務につい

て、「現状」「課題」「問題点」「解決策」を明確に
整理してまとめておくことを心がけています。ま
た、業務の事業背景や、顧客の要望（ニーズ）
を理解して業務を進めていくことを大切にして
います。そういったふだんからの積み重ねが、
今回の記述式設問の解答に、そのまま役立っ
たと感じています。業務を遂行するなかで疑問
や不安に思うことを１つ１つ解決していくこと
が、一番の試験勉強になると思いました。

（4）最後まであきらめない
日頃の業務に追われながら試験勉強をする

のは大変です。私もまとまった試験勉強の時
間はなかなか取れませんでしたが、「合格したい」
という気持ちが強ければ強いほど、合格に近
づくと思います。最後の最後まであきらめずに、
1問でも多く1文字でも多く自分の言葉で解答
することこそが、合格への近道だと思います。

今回の試験を通じて、日頃の業務に対する
取り組み姿勢の重要性を感じました。今後は、
これまで以上に、日頃からの業務に真摯に取
り組み、技術・知識の向上に努めたいと思い
ます。

し、地形的な特徴や問題点を記述する試験
は、それなりの実務経験がないと対応でき
ないと思いました。資格創設の目的にある

「優れた判読技術を有し、地形リスクを判断
できる応用能力を修得した技術者を認定す
る」という趣旨に沿った難易度の高い試験で
した。

◇第一回応用地形判読士の
　二次試験問題
（社）全国地質調査業協会連合会のホーム

ページに昨年の問題と判読のポイントが公開
されています。

昨年度の平地問題は、鬼怒川周辺の河川
蛇行原の地形判読を行うものでした。教科
書的な地形であり、判読のポイントに記され
ているように、低地の微高地と低地の一般
面をきちんと区分すること、とくに蛇行原に
特徴的な自然堤防と旧河道を明確に区分す
ることができれば合格点が取れたのではない
でしょうか。

山地の問題は、信濃川沿いの段丘地形、
地すべり地形、活断層地形などを判読するも
のでした。この問題で難しかったのは、逆
断層地形の判読だったのではないかと思わ
れます。判読のポイントにあるように、河成
段丘面が河側で高く山側で低くなる異常な
地形なのですが、それを活断層による背斜
状変形と判読するのは難しいと思われます。

◇最後に
第一回応用地形判読士の二次試験になん

とか合格することができました。最終的には
全国で 17 名が合格、登録されています。日
ごろから空中写真判読や地形判読を行って
いる航空測量会社の方々が多く合格される
という結果でした。

私の場合は、これまで産業技術総合研究
所の業務や電力会社の業務などで活断層の
調査に携わってきており、その経験があった
おかげで、合格できたものと思っています。

まだまだ未熟な点も多い私ですが、今後も
日々精進して、応用地形判読士の資格に恥
じない仕事を行っていきたいと思います。
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図-1　ジョグジャカルタ地域のInSAR解析結果。
図-2　新潟県中越沖地震によって生じた栃窪背斜地域の
地表変形に対するInSARの解析結果。

図-3a　東北地方太平洋沖地震によって生じた首都
圏における地盤変動。

図-3b　東北地方太平洋沖地震を挟む2時期に取得されたSAR
データの相関図。憤砂の影響と考えられる地域においては、相関
が低くなっていることがわかる。

図-4　PS-InSAR解析によって得られたタイのバ
ンコクにおける2007年から2010年までの年間地
盤変動 [cm/year]。

InSAR技術の地質調査での利用
京都大学大学院工学研究科 教授  松岡俊文

1. はじめに
リモ－トセンシング技術は、非接触で遠く

離れた場所からターゲットの性状を認識する
技術である。通常は人工衛星に搭載した各種
の地球観測センサ－を用いて、宇宙空間から
地球上の広範囲を一度に観測する場合を想定
している。この時観測されるデータは、地表
面からの反射や放射される電磁波であり、そ
れらは波長によって、可視・近赤外域（1.2 ～
7.5X1014Hz）、熱赤外域（2.1～ 3.75X1013Hz）、
マイクロ波域（3X109Hz）等に分けられる。 

リモ－トセンシングは、受動的（パッシブ）
な観測手法と、能動的（アクティブ）な観測手
法に分けられる。太陽からの光が地球に届き、
地球表面で反射する。これを人工衛星で取得
する技術が受動的な観測の代表例である。あ
るいは地熱地帯などにおいて、地表の温度が
高くなって、熱赤外線などが放射されると、こ
れも受動的な方法で観測可能である。歴史的
にはこの観測手法がまず利用された。しかし
ながらこの手法の弱点は、雨天の時や、夜間
には観測ができないことである。そこで光の波
長よりも長いマイクロ波を人工衛星から地表に
向けて放射し、その反射波を観測する能動的
手法が開発された。これがマイクロ波を利用し
た合成開口レーダ（Synthetic Aperture Radar; 
SAR）によるリモートセンシング技術である。
ここでは、この手法の地質調査への応用を考
えることにする。

2. 合成開口レーダ（SAR 技術）
SAR の観測システムは、光学センサと比べ

て多くの長所があると考えられている。それら
は次のようにまとめることが可能である。

（１）全天候に対応し、昼夜観測が可能
（２）能動的手法であるためセンサーパラメー

タの選択が自由
（３）地形の強調効果や、砂層や植生への透

過性がある
（４）偏波による観測や、波の干渉を利用した

高度な情報の抽出が可能
我が国では 1992 年に当時の宇宙開発

事業団によって、地球観測衛星として SAR
を搭載した「ふよう1号」（JERS1： Japanese 
Earth Resources Satellite -1）が打ち上げられ
た。これは 1998 年に運用が終了し、2006
年には SAR を搭載した「だいち」（ALOS： 
Advanced Land Observing Satellite）

（陸域観測技術衛星）が打ち上げられたが、
残念なことに 2011年 5 月に運用が停止され
た。海外においては、2002 年に欧州宇宙
機関が ENVISAT を打ち上げ、2012 年 4 月
に運用を終えている。またカナダ宇宙庁は
RADARSAT-1と-2 を1995 年と 2007 年に
打ち上げている。さらにドイツ航空宇宙セン
ター、イタリア宇宙庁なども SAR を搭載した
人工衛星を打ち上げている。

マイクロ波を用いて地球を観測する時に
は、利用する波の波長によって分解能に違い
が出てくる。これらは搭載されている機器の
放射可能な電磁波の周波数によって、L バン
ド（1.27GHz）、C バンド（5.3GHz）、X バン

最新技術レポート紹介

ド（9.95GHz）が知られている。ちなみに我
が国の JERS と ALOS は L バンドを使用し
ていた。

3.干渉 SAR（InSAR 技術）
前述のように SAR は人工的に電磁波を照

射して、対象からの反射波を観測する技術で
ある。すなわち、地表で反射したマイクロ波
が再び人工衛星に戻ってくるまでの時間を計
測することで、人工衛星と地表の反射点との
距離は一意に求めることができる。この原理
を利用すれば、同じ場所からの反射で、観測
時期が異なったデータを取得する場合、1 回
目と 2 回目の観測の間にもしも地表が変形し
ていたら、この変形量が推定できる。具体的
には人工衛星が同じ軌道上に戻ってきた時に、
対象とする場所を前回と同様に観測する。こ
の 2 つの観測データの波を干渉させることに
より、もしも対象の点が変動していれば、干
渉させた結果に位相差が生じる。もしも半波
長分の位相差が検出されれば、L バンドの時
には約 12cm の差があり、これが 1 回目と 2
回目の観測時の地表変形量となる（L バンド
の波長は約 24cm、X バンドは約 3cm）。

この技術（InSAR 技術：SAR Interferometry）
を利用することで、現在では約 100Km 四方
の範囲において、数メートルから数十メートル
の分解能で地盤変動を捉えることができ、そ
の推定精度は数 cmといわれている。しかし、
植生のある場所ではマイクロ波の散乱特性が
不安定になりやすいために、干渉性が悪い
領域が不規則に発生するという問題点が知ら

れている。さらに衛星軌道の誤差や、観測ノ
イズの影響など、解析結果に誤差を生み出す
各種の原因が知られているが、これらの影響
を克服する技術として PS-InSAR（Persistent 
Scatterers SAR Interferometry）が開発され、
その推定精度は数 mm から約 1cmといわれ
ている。現在では多くの組織において、PS-
InSAR 処理を可能とする環境が整備されつつ
あり、今後この処理解析技術は地盤の変動
解析に広く利用されると予想される。

4. InSAR 技術の
　 地質調査への利用の現状

InSAR 技術を、地質調査に利用した具体
例に関して、以下に紹介する。この技術を利
用して地表の変形を計測する典型例は、地震
による地形の変形とその影響の検討である。
2006年5月26日にインドネシアのジョグジャ
カルタにおいて M6.3 の地震が発生した。こ
のため 3500 人以上の住民が犠牲となり、2
万人以上が負傷し、12.7 万戸の家屋が倒壊
したと報告されている。地震直後、この巨大
地震を引き起こした地震断層と震源に関して、
いくつかの研究機関が地震波の解析結果を発
表したが、これらには食い違いがあり、議論
が決着を見てなかった。そこで、この地域に
対してALOS のデータに対するInSAR 解析を
行うこととなった。その結果を（図-1）に示す。
暖色系は地震による衛星に近づく向きの変動
であり、寒色系は衛星から遠ざかる向きの変
動である。解析によると、この地震はジョグジャ
カルタを横断する Opak 断層が引き起こした
のではなく、東に存在する断層が動いたと考
える一方、我が国では、2007 年 7 月16 日
に発生した M6.8 の新潟県中越沖地震が柏
崎刈羽原子力発電所はじめ、多くの社会基
盤に被害を与えた。通常、トンネルは耐震性
が高い構造物として知られているが、震央か
ら約 30Km 南南西に位置する柿崎地域にお
いて、山岳トンネルが顕著な被害を受けた。
そこで、この地域に対して InSAR 解析を行っ
たところ、隆起運動が米山海岸部の栃窪背
斜に沿って発生していることが明らかとなった

（図-2 参照）。栃窪背斜の隆起域は、トンネ
ルの被害が集中した地域と一致している。こ
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物理探査手法を用いた地下資源の探査、開発に関
わる技術開発と研究を行って来た。近年はリモート
センシング技術を使った地表観測に興味を持って
研究と技術開発を進めている。
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の解析で隆起が確認された栃窪背斜と震源
断層の位置関係、さらに栃窪背斜周辺の地
質構造から、栃窪背斜における地震動の増幅
や層間滑りが、山岳トンネル被害を引き起こし
たと解釈することができた。

そして 2011年 3月11日、我が国は東日本
大震災に見舞われ、1万 8000 人を超える死
者と行方不明者を出した。この震災を引き起
こした東北地方太平洋沖地震は、関東地方に
も液状化を生じさせ、首都圏にも被害を与え
た。（図-3a）に示したのは InSAR 解析による
地盤変動の推定値である。液状化地域にお
いて、地表の変動が観測されている。さらに、
時期をずらした 2 つの SAR 観測データ間で、
相関を計算し、示したのが（図-3b）である。
液状化によって生じた噴砂が地表の状況を変
化させ、マイクロ波の反射率が変化した結果、
2 つのデータで相関度が低下したと考えられ
る。これは InSAR 解析ではないが、SAR デー
タの利用法として有用と考えられる。

以上、地震にともなう地表変形の例を示し
てきたが、地盤では地震のような急激な変化
以外に、日常的に隆起や沈降が生じている。
図 -4 に示すのは、2007 年から 2010 年ま
でのタイのバンコクにおける PS-InSAR 解析
結果である。この結果を見ると、バンコクでは、
隆起と沈降の地域が入り交じっていることが
わかる。実はバンコクではかつて、地下水の
汲み上げによって、大変急激な地盤沈下が生
じたため、政府は地下水の汲み上げに規制を
設けた。その結果、1997 年以降、地下水位
は上昇に転じ、かつての地下水位面を取り戻
しつつある。この地下水面の回復が、地表に
おいて地盤の隆起をもたらすか否かに関して
は、多くの議論がなされている。（図-4）の結
果でもわかるように、バンコクの中心地域に
おいては、地下水位面の回復によって、地表
がリバウンドして隆起していることが観測され
た。しかしながら未だ地下水を汲み上げてい
る地域においては、沈下の傾向がうかがえる。

5. まとめ
本稿においては技術革新が著しい SAR

データの解析に関して説明すると同時に、い
くつかの具体的な地質調査での利用例を示し

た。これらの例からわかるように、SAR デー
タを上手に使えば、これまでの地質調査とは
ひと味違った解析が可能になることが明らか
となった。ここでの例はある意味で一般的な
利用法であるが、SAR データの利用はまだま
だ始まったばかりである。今後、多くの事例
で検証を重ねることで、技術もより進化してい
くと考えられる。読者に期待したいのは、こ
のようなデータの新しい利用方法を考え出す
ことである。そうすることで InSAR 技術は
我々に、新しい地質調査の道を開いてくれる
であろう。
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図-1　京都縦貫自動車道位置図

図-4　京都市と全国の死傷事故率比較

図-5　全国における道路種別毎の死傷事故率比較
死傷事故率：交通事故総合分析センター資料（H23）
平成23年度道路交通センサス    
自動車燃料消費量統計年報（H22）より算出

図-7　工業団地の立地企業数

図-9　緊急輸送ネットワークの強化

図-10　救急医療活動への支援

図-2　時間損失額と交通需要（京都国道事務所試算）

図-6　所要時間の短縮

図-8　周辺交通量の変化

図-3　昼間12時間平均旅行速度

表-1　観光シーズンにおける入込客数の変化（日平均）
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１. はじめに
京都縦貫自動車道は、宮津市と京都市を結

ぶ延長約 100km の自動車専用道路である。
現在、宮津天橋立ＩＣ～京丹波わちＩＣ間の約
34km、丹波ＩＣ～久御山ＩＣ間の約 47km、
合計約 81km が供用している。

このうち、沓掛ＩＣ～久御山ＩＣ間は、京都
縦貫自動車道の一部を構成すると共に、京都
第二外環状道路（通称「にそと」）として京都都
市圏の環状機能を有し、広域ネットワークの形
成、交通混雑の緩和、地域の環境改善、地
域の活性化を目的として整備したものである。

当該区間は、平成元年に都市計画決定され、
延長15.7km のうち、大山崎ＪＣＴ・ＩＣ～久
御山ＩＣまでの延長 5.9km 区間について、平
成 15 年 8 月に開通。残る沓掛ＩＣ～大山崎Ｊ
ＣＴ・ＩＣまでの延長 9.8km 区間について、平
成 20 年度に本線工事に着手し、平成 25 年
4月に開通した。（図-1）

本稿では、京都都市圏における交通課題を
示すとともに、京都第二外環状道路（沓掛ＩＣ
～大山崎ＪＣＴ・ＩＣ間）の整備による効果を
紹介する。

2. 京都都市圏の交通課題
京都縦貫自動車道が通過する京都都市圏に

おいては、以下のような交通課題がある。

2.1 高速道路ネットワークからの視点
東京、名古屋、大阪を結ぶ日本の高速道路

の大動脈である名神高速道路と京都縦貫自動
車道が接続されておらず、ミッシングリンクと
なっていたために、京都都市圏に用がない通
過交通が京都市内に流入し、交通混雑や交
通事故の一因となっている。

2.2 交通混雑からの視点
全国における渋滞等による時間損失額は、

年間約 11兆円と試算１）されており、そのうち
京都市が占める額は約 1、500 億円で、全体
の約 1.3％を占める。一方、交通需要（走行
台キロ）は、全国で年間約 7 千億台キロのう
ち約 43 億台キロと約 0.6％である。渋滞等
による時間損失額の占める割合が交通需要の
占める割合の約 2 倍となっており、少ない交
通需要であるにもかかわらず、交通混雑が多
い地域であると言える。（図-2）

また、京都市の一般道路における、昼間
12 時間の平均旅行速度２）は、全国平均に比
べ約 10km/h 以上遅いうえ、近畿のその他政
令市である神戸市と比べると約 9km/h 遅く、
大阪市と同等の速度となっている。（図 -3）

さらに、平成 25 年 2 月に京都府域渋滞対
策協議会において選定された京都府下の一般
道路の主要渋滞箇所３）は、154 箇所存在し、
このうち約 6 割に当たる 97 箇所が京都市内
に点在している状況である。

2.3 交通事故からの視点
事故が発生する確率（以下死傷事故率）を

平成 23 年の事故データを用いて全国平均と
京都市とで比較を行うと、全国における死傷
事故率は、94 件／億台キロに対し、京都市

における死傷事故率は、199 件／億台キロと
全国に比べ約 2 倍高い状況である。（図-4）

一方で、一般論として、死傷事故率と道路
種別の関係に着目すると、全国平均で、生活
道路の死傷事故率は幹線道路の約 2 倍、自
動車専用道路の約 18 倍となっている。京都
市の死傷事故率が全国平均より高い一つの要
因として、死傷事故率が高い生活道路が受け
持っている交通の割合が全国平均と比べて高
いことが考えられる。（図-5）

3. 京都縦貫自動車道（沓掛 IC ～
　 大山崎 JCT･IC ９の整備効果
3.1 広域ネットワークの形成

京都縦貫自動車道が名神高速道路に接続
されたことにより、ミッシングリンクが解消、
高速道路ネットワークが接続した結果、沓掛
ＩＣ～大山崎ＪＣＴ・ＩＣ間で、約 22 分（約８割）
の所要時間短縮が図られた。（図-6）4）

3.2 観光振興・地域経済の活性化
高速道路ネットワークの充実により、名神

高速道路や第二京阪道路、京滋バイパス等
から京都縦貫自動車道へのアクセスが容易と
なった。これにより、沿線地域に点在する天
橋立やるり渓等の豊富な観光資源へのアクセ
ス性が向上し、京都府北中部地域の観光施

設の入り込み客数は、前年度と比較し大幅に
増加する結果となっている。（表 -1）5）

また、京都縦貫自動車道の供用延長が伸び
るに従い、工業団地の区画数及び企業立地
数が増加している。現在、京都縦貫自動車道
全線開通を見越し、亀岡市内において新たな
土地区画整理事業も実施されており、今後、
さらなる企業立地が見込まれ、地域経済の活
性化が期待できる。（図-7）

3.3 交通混雑の緩和・交通安全の確保
京都第二外環状道路（沓掛ＩＣ～大山崎Ｊ

ＣＴ・ＩＣ間）の開通後は、今回開通区間と並
行する京都府道大山崎大枝線で、交通量が約
２割減少するなど、周辺道路で交通量が１割
～２割程度減少した。これは、京都都市圏、
特に洛西・乙訓地域（京都市西京区、向日市、
長岡京市、大山崎町）の一般道路を利用して
いた通過交通が転換されたものと想定され、
周辺地域の円滑な交通流の確保、交通混雑
の緩和が図られている。

さらに、通過交通が転換することにより周
辺地域の交通事故の削減が期待されるほか、
一般的に死傷事故率の高い生活道路から死
傷事故率の低い幹線道路に転換することで、
周辺地域のみならず広域的な交通事故削減も
期待される。（図-5）（図-8）4）

3.4 緊急輸送ネットワークの強化
今回の開通により、京都縦貫自動車道が名

神高速道路に接続された事で、舞鶴若狭自動
車道とのダブルネットワークが形成され、緊急
輸送ネットワークが強化、災害などの緊急時
における物資輸送や救急医療活動の安全性・
信頼性の向上が期待される。（図-9）

3.5 救急医療活動への支援
京都第二外環状道路（沓掛ＩＣ～大山崎Ｊ

ＣＴ・ＩＣ間）の開通後、高速道路を利用する
ことで、救急搬送時間が最大で約１２分短縮
され、迅速な対応及び定時性が確保されてい
る。南丹医療圏（亀岡市、南丹市、京丹波町）
からの救急搬送先の選択肢が１箇所から４箇
所に広がり、柔軟な対応が可能となっている。

（図-10、11）4）

4. おわりに
京都第二外環状道路（沓掛ＩＣ～大山崎

ＪＣＴ・ＩＣ間）については、数多くの関係者の
御協力のおかげで、昨年４月に無事開通する
ことができました。今回の開通により、今まで
に記述してきた様々な効果を発現しているとこ
ろですが、京都にはまだ交通課題の残る箇所
もあることから、京都国道事務所としては、京

都府南部地域の交通環境の改善に向けて引き
続き取り組みを進めていきたいと考えています。
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2013.8.13

5）京都府北中部の観光入込客数が大幅増加～京都縦貫
自動車道（沓掛 IC ～大山崎 JCT･IC）開通の波及効
果～、2013.10.23
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子供たちに液状化について説明する加登准教授と協会委員

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

平成25年7月15日の豪雨による、兵庫県養父土木事務所管内の
斜面崩壊に対する緊急調査の様子（7月17日）

未

未

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

21世紀に入り、地球規模で地震、暴風雨等による自然災害が多発しています。しかもその被災
により多数の尊い人命が失われ、経済的損失も甚大化しつつあります。 

また、我々の健康に被害を及ぼす恐れのある土壌や地下水の汚染も深刻化する傾向にあります。 
地球温暖化、自然災害、環境汚染等の問題は、今や世界共通の関心事といえるでしょう。 
関西地質調査業協会では、このような背景のなか、関西圏を中心に”安全でかつ安心”な社会

環境構築に向けて、行政機関と力を合わせて活動しています（協会ホームページより）。

　平成 25 年 9 月1日の「防災の日」に、宮津市総合運動公園に
おいて開催された、京都府防災総合訓練に参加しました。当協会
では、体験型の防災関連展示として、舞鶴高等専門学校の加登准
教授のご協力を得て「液状化振動台実験」の実演等を行いました。
あいにく雨天でしたが、近隣の方々や小学生が多数訪れました。実
験を見学したり、准教授の説明に耳を傾けたり、中には、「自分の
家は液状化に対して大丈夫なのか？」と熱心に質問する参加者もお
られました。また、山田啓二知事も展示ブースに来られ、協会メン
バーの労をねぎらって下さいました。

協会では、国土交通省の幹部の方 と々、定期的に勉強会や意見
交換会を行っています。平成 25 年度は、7月・11月・12 月に計 3
回の勉強会を実施。テーマは「地質調査業務の拡大」「技術伝承・
若手育成」「防災協定の運用」「地元業者の受注機会拡大」等に
ついてでした。

また、2 月 6 日には企画部長をはじめとする幹部の方 と々意見
交換会を開催。勉強会を通じてまとめたテーマを集約し、より実効
性の高い、有意義な意見交換会を目指しました。当日は「安定的
業務発注・地質調査業者の活用・地元業者の受注機会拡大」をテー
マに、活発な意見交換がなされました。

東日本大震災など、広域に甚大な被害を生じる地震災害が頻発
していることから、活断層などにより形成された地形を見ることとな
りました。コースは滋賀～京都～福井にまたがる琵琶湖西岸断層
系・三方断層系をたどる、一泊行程ならではの広範囲なものです。
地震によって形成された台地、隆起によって干上がった河川跡など
の生々しい残存地形などを見学しました。琵琶湖西岸断層系・三
方断層系は、活断層に起因した歴史的大地震が古文書に明確に記
載されていることから、その活動時期・場所を特定できる数少ない
断層であり、最近でも多くの研究成果が挙がっています。現地では、
それら研究内容について京都大学名誉教授の岡田篤正先生からわ
かりやすく解説いただきました。

本年度の技術見学会は、（一社）日本応用地質学会関西支部、（協）
関西地盤環境研究センターの三団体合同開催で、技術交流と親睦
を兼ねた有意義なものとなりました。

協会では、以下の検定試験を運営・監督しているほか、地質調
査技士の登録更新講習会や受験者講習会、道路防災点検講習会 
などを企画・運営しています。

また、下記の資格に関する CPD による更新手続きの事務も行っ
ています。

地震、津波、集中豪雨……近年、我々の身近では、多数の自然
災害が起こり、甚大な被害を受けるとともに、多くの尊い人命が奪
われました。これら災害現場に、地質調査を業とする我々はいち早
く駆けつけ、復旧・復興に寄与し、また、これまでも社会資本整
備を支え続けてきました。そして、その最前線で働くのがボーリン
グオペレーターです。彼らの技術力こそが地質調査業の根幹を成し
ていると言っても過言ではありません。

そこで関西地質調査業協会では、ボーリングオペレーターの社
会への高い貢献度をアピールすべく、「匠」制度を発足させました。
この「匠」制度を通じ、ボーリングオペレーターの社会的地位の向
上を、協会を挙げて図ってまいります。

関西地質調査業協会は、京都府、兵庫県と「大規模災害発生時
における緊急対応に関する協定」を締結しています。この協定に基
づき、土砂崩れなど大規模災害が発生した際には、府県からの協
力要請に応えて、協会が府県管理の公共土木施設の被災状況を調
査し、地質調査業の専門的見地から復旧計画を策定するための適
切なアドバイスを行ないます。協会としては、災害発生時の迅速な
対応はもとより、平常時からの備えとして、防災訓練や研修にも積
極的に協力していく考えです。

関西地質調査業協会では、労働安全衛生事業の一環として、隔
年毎に「労働安全衛生講習会」と「救急・救命講習会」を実施し
ています。昨年は「労働安全衛生講習会」を下記の要領で開催い
たしました。

関西地質調査業協会の活動あれこれ
関西地質調査業協会技術委員会・広報委員会

関西地質調査業協会 検索

開催日時：平成 25 年 6 月18 日（火）14:00 ～16:30
開催会場：建設交流会館 ７階 702 会議室
講演「平成 24 年度工事請負事故の概要と今後の対策について」
講師：近畿地方整備局 企画部 技術調査課長 木戸 一善 様
講演「ガス事故防止のお願い」
講師：大阪ガス株式会社 導管事業部 幹線管理部
　　   広域保全チームマネジャー 内藤 真樹 様他 3 名

（参加人数：52 名）

協会で行っている検定試験
・地質調査技士（25 ページに合格体験記）
・応用地形判読士（26 ページに合格体験記）
・地質情報管理士

京都府防災訓練への参加

「大規模災害発生時における緊急
対応に関する協定」を結んでいます

労働安全衛生講習会の開催

国土交通省近畿地方整備局との
勉強会・意見交換会

現場見学会（33 ページに報告記事）

各種検定試験・講習会の運営

匠認定制度を制定
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（06）6336-0128

（072）751-1659

（06）6877-2666

（06）6487-1205

（0791）63-3796

（079）282-3232

（078）360-8481

（0742）30-5655

（0742）33-2755

（0742）36-0211

（0738）36-2017

（0736）62-6250

（0735）22-4990

（0739）42-4728

（073）489-2716

（073）423-7623
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福井県

兵庫県

大阪府

奈良県

和歌山県

滋賀県

京都府

大阪府

京福コンサルタント（株）
〒917-0026 小浜市多田11-2-1

（株）サンケン試錐コンサルタント
〒918-8112 福井市下馬3-2206-3 

（株）サンワコン
〒918-8525 福井市花堂北1-7-25  

ジビル調査設計（株）
〒910-0001 福井市大願寺2-5-18 

（株）田中地質コンサルタント
〒915-0082 越前市国高2-324-7  

中央測量設計（株）
〒918-8238 福井市和田2-1205 

（株）帝国コンサルタント
〒915-0082 越前市国高1-6-1 

（株）ホクコク地水  福井営業所
〒910-0001 福井市大願寺2-9-1  

（株）石居設計
〒522-0055 彦根市野瀬町37-1

キタイ設計（株）
〒521-1398 近江八幡市安土町上豊浦1030

（株）国土地建
〒５28-0036 甲賀市水口町東名坂38-3

正和設計（株）
〒520-0806 大津市打出浜3-7

双葉建設（株）
〒520-3302 甲賀市甲南町池田3446-3

（株）アーステック東洋
〒601-1374 京都市伏見区醍醐西大路町44-32

（株）関西土木技術センター
〒612-8415 京都市伏見区竹田中島町５

（株）キンキ地質センター
〒612-8236 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内33-3

（株）ソーゴーギケン
〒629-2251 宮津市須津1676-1

（株）綜合技術コンサルタント
〒601-8304 京都市南区吉祥院前河原町1

（株）花村コンサルタント
〒611-0042 宇治市小倉町南浦9-8

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング関西支社
〒5５３-０００１ 大阪市福島区海老江5-2-2　大拓ビル5 2F

アジア航測（株）大阪支店
〒530-6029 大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー29階

（株）アスコ
〒550-0006 大阪市西区江之子島1-10-1　ASCOビル

（株）アテック吉村
〒596-0051 岸和田市岸野町13-16  

（株）エイト日本技術開発　関西支社
〒532-0034 大阪市淀川区野中北1-12-39

応用地質（株）関西支社
〒532-0021 大阪市淀川区田川北2-4-66　大阪深田ビル

（株）オキココーポレーション
〒531-0064 大阪市北区国分寺1-3-4

川崎地質（株）西日本支社
〒５４３－００２１ 大阪市天王寺区東高津町１１番９　日本生命上本町ビル６階

（株）関西地質調査事務所
〒599-8273 堺市中区深井清水町3761

基礎地盤コンサルタンツ（株）関西支社
〒550-0011 大阪市西区阿波座1-11-14

（株）建設技術研究所　大阪本社
〒５４１－００４５ 大阪市中央区道修町１-６-７　北浜ＭＩＤビル

興亜開発（株）関西支店
〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町3-176 

（株）興陽ボーリング
〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-40　大発ビル

国土防災技術（株）大阪支店
〒534-0024 大阪市都島区東野田町1-10-13　イマスM-１ビル 

（株）コスモテック
〒577-0833 東大阪市柏田東町11-15

サンコーコンサルタント（株）大阪支店
〒550-0004 大阪市西区靱本町1-7-9　靱イーストビル2階

芝田土質（株）
〒580-0044 松原市田井城1-230

（株）地盤調査事務所  大阪事務所
〒531-0071 大阪市北区中津3-7-41　中津ヤマモトビル2F

（株）シマダ技術コンサルタント  大阪本社
〒532-0002 大阪市淀川区東三国４-６-1６

（株）ソイルシステム
〒537-0014 大阪市東成区大今里西1-8-3

（株）ダイヤコンサルタント　関西支社
〒564-0063 吹田市江坂町1-9-21

大和探査技術（株）大阪支店
〒532-0001 大阪市淀川区十八条1-11-13

中央開発（株） 関西支社
〒564-0062 吹田市垂水町3-34-12

中央復建コンサルタンツ（株）
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島4-11-10

（株）千代田基礎調査技術
〒530-0026 大阪市北区神山町2-2　造園会館

（株）東京ソイルリサーチ  関西支店
〒564-0062 吹田市垂水町3-27-10

（株）東建ジオテック  大阪支店
〒593-8321 堺市西区宮下町12-19

東邦地水（株）大阪支社
〒530-0035 大阪市北区同心2-4-17

（株）日さく  大阪支店
〒564-0043 吹田市南吹田1-21-27

日本基礎技術（株）関西支店
〒530-0037 大阪市北区松ケ枝町6-22

日本物理探鑛（株）関西支店
〒543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-3-24

ハイテック（株）
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-11-9　白鳳ビル4F

復建調査設計（株）大阪支社
〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-4-13

報国エンジニアリング（株）
〒561-0827 豊中市大黒町3-5-26

明治コンサルタント（株）大阪支店
〒563-0048 池田市呉服町10-14

（株）ヨコタテック
〒565-0822 吹田市山田市場5-2

国際航業（株）　関西事業所
〒660-0805 尼崎市西長洲町1-1-15

（株）西播設計
〒679-4161 たつの市龍野町日山229-1

播磨地質開発（株）
〒670-0883 姫路市城北新町1-8-25

阪神測建（株）
〒650-0017 神戸市中央区楠町6-3-11

（株）インテコ
〒630-8122 奈良市三条本町1-86-4

（株）シードコンサルタント
〒630-8114 奈良市芝辻町2-10-6

（株）阪神コンサルタンツ
〒630-8115 奈良市大宮町2-4-25

（株）環境地盤
〒649-1444 和歌山県日高郡日高川町松瀬328-3

（株）近代技研
〒649-6214 和歌山県岩出市水栖390

（有）熊野路測量設計
〒647-0081 和歌山県新宮市新宮2317-20

（株）白浜試錐
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2302

（株）世紀工業
〒64０-１１２1 和歌山県海草郡紀美野町下佐々296

（株）武田基礎調査
〒640-8251 和歌山県和歌山市南中間町66

（株）タニガキ建工
〒640-1231 和歌山県海草郡紀美野町上ケ井30

現 場 見 学 会 報 告

海蝕洞

中池見

見学会の様子

日向湖

集合写真

平成 25 年 11月 22日～ 23日に行われた
「琵琶湖西岸断層系・三方断層系　現地見学
会」に参加しました。この見学会は、関西地
質調査業協会、関西地盤環境研究センター、
日本応用地質学会関西支部の 3団体による
合同見学会で、総勢 30名以上が参加しまし
た。講師として京都大学名誉教授の岡田篤
正先生をお招きし、2日間かけて琵琶湖をほ
ぼ一周するかたちで、断層の活動を読み取る
ことのできる場所を中心に見学しました。

初日は JR 堅田駅近辺、熊川宿周辺で熊
川断層による地形と、能登野地域、三方五湖
周辺を見学し、琵琶湖西岸の断層活動につい
て理解を深めました。続いて能登野地域では
地層の傾きから断層運動を読み取ることがで
きました。三方五湖周辺では日向湖（三方五
湖のひとつ）から西側では海蝕洞が海水面以
下に、東側では海水面より上にあることから、
西側が相対的に沈降し、東側は逆に隆起して
いることがわかりました。このことは三方五湖
東側の湖成堆積物からも読み取ることができ
ました。また周辺では“根木”とよばれる埋没
した樹木がよく見つかるそうです。この日は宿

舎に着いて、夕食後、親睦会を兼ねた勉強会
が催されました。勉強会では今回の見学地に
ついてのさらに深い解説から、最近の地質学
についてのホットな問題までさまざまな話をし
ていただきました。

2日目は敦賀地方へ。貴重な自然が残る湿
地帯である中池見（なかいけみ）や、余呉湖等
の琵琶湖北岸の地形を見学しました。中池見の
ような地形では堆積物がほとんど外へ流出しな
いのでテフラなどがよく保存されています。また
観光としてかまぼこ工場も見学しました。

今回の見学会では琵琶湖周辺の断層の活
動によるさまざまな凹地形を多数見学しまし
た。たとえば中池見のような湿地帯、余呉湖、
三方五湖、さらには琵琶湖も周辺の断層運動
によってできているそうです。普段の業務では
これほどの大きなスケールで地質を捉えること
はないので非常に新鮮でした。このような催
しがあればぜひまた参加したいと思います。最
後に、忙しいなか見学会を企画してくださった
皆様、そして非常に内容の濃い解説をしてい
ただいた岡田先生にこの場を借りてお礼申し
上げます。

琵琶湖西岸断層系・三方断層系
現地見学会

平成25年度技術見学会に参加して

東建ジオテック大阪支店 技術部
昭和 62 年生まれ。
平成 18 年に大阪市立大学理学部地球
学科に入学、地質学を学ぶ。
平成 22 年に同大学理学研究科に進学、
平成 25 年に東建ジオテックに入社。

井関 岳人
 TAKETO ISEKI 

関西地質調査業協会加盟会社
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関西地質調査業協会

現場見学会報告 現場見学会報告
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門跡というのは、皇室一門の方々が住職であったことを意味します。
青蓮院、三千院（梶井門跡）、妙法院、毘沙門堂門跡と並び、天台五門跡
の1つに数えられます。
延暦年間（728～806）、最澄が比叡山に建立した一堂に始まり、そ

の後、是算国師のとき比叡山西塔北渓に移り、「東尾坊」と号しました。
北野天満宮と関係が深く、歴代の曼殊院門主は明治維新まで北野天満
宮の別当（責任者）を兼ねていました。そして明暦二年（1656）、良尚
法親王のとき、現在地に移りました。国宝の不動明王（黄不動）は三大
不動の一つ。

大書院前の枯山水庭園（名勝）には、水の流れをあらわした砂の中
に鶴島と亀島が置かれています。小堀遠州の作といわれています。
小書院は静かに水面をさかのぼる屋形舟を表現しています。鶴島にあ
る樹齢400年の五葉松は鶴を表現しています。その根元にはキリシ
タン灯篭があります。公家風で趣味豊かな良尚親王の趣向を反映して
いる。写真は亀島。

〔表紙写真〕曼殊院門跡 枯山水庭園

曼殊院門跡


